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序章

第１節研究の背景

スポーツの大衆化，高度化，多様化が急速に進展した２０世紀は「スポーツの世紀Ｊと

も言われる．池田(1998)は，ソースタイン・ヴェブレンが１９世紀末に「人口のかなりの

部分が仕事から免除されるほど十分に富が蓄積されている産業社会では，スポーツとスポ

ーツ感情の急速な発展が生じることになる」と述べ，産業社会がもたらすひとつの帰結が

スポーツの大衆化・商業化であり，「スポーツの世紀」の到来を予見していたことは驚嘆

に値すると述べている．最近のオリンピックやワールドカップのような地球規模のスポー

ツイベントの盛り上がりをみると，「スポーツの世紀」は２１世紀まで引き継がれ，さらに

進展していくのではないかと思われる．このようなスポーツの隆盛は，地球規模の現象だ

けでなくソ地域社会における住民レベルのスポーツ活動においても現れている～笹川スポ

ーツ財団(以下，ＳＳＦとする)が，１９９２年から毎年実施している「スポーツライフに関する

調査｣注1)では,週１回以上の運動・スポーツ実施率は１９９２年に23.7％だったものが，２００４

年には55.4％であったと報告されている．また，週２回以上，運動時間３０分以上，かつ

運動強度「ややきつい」以上の水準となる［アクティブ・スポーツ人口」は同じく6.5％

(1992年)から16.1％(2004年)に上昇している．さらに，１年間まったく運動をしなかった

者の割合も，１９９２年には４９３％であったのに対して，２００４年は26.6％と大幅に減少して

いる．このように，近年，急速に運動・スポーツが生活の中で習慣化している状況がうか

がえる．

しかしながら，この住民レベルにおける運動・スポーツ活動の状況をさらに詳細に見て

いくと，その多様な側面といくつかの問題が指摘できる．たとえば，先の「アクティブ・

スポーツ人口」を年代別に見ると，２０歳代15.7％，３０歳代14.8％，４０歳代１６４％，５０

歳代16.4％，６０歳代18.9％，７０歳以上13.5％と６０歳代でピークを迎える．「アクティブ・

スポーツ人口」よりも運動強度が軽いグループ(週２回以上,運動時間30分以上)でみると，

２０歳代１４５％，３０歳代12.8％，４０歳代19.2％，５０歳代２４３％，６０歳代２６２％，７０歳

以上２１９％とさらにその傾向が強まる．一方で,１年間まったく運動しない者は，２０歳代

17.2％，３０歳代２０．２％，４０歳代20.5％，５０歳代26.2％，６０歳代32.5％，７０歳以上44.8％

と加齢とともに大幅に増加している．これは，近年の中ｑ高齢者の積極的な身体活動状況

を映し出していると同時に，加齢とともに運動・スポーツ実践者と非実践者の２極化が進

んでいることを示していると考えられる．このような状況を分析しようとする場合には，

従来のように，運動・スポーツの主体となる地域住民を，ある一般化された運動者やスポ

ーツの消費者として捉え，その実践行動を画一的に説明するだけでは不十分なように思わ

れる．ここで求められることは，スポーツの主体としての地域住民の各ライフステージに

おける生活スタイルとの関係や身体の状況など，歴史性，地域性，あるいは個人的特性を

十分に考慮することでありう多様な生活構造の上での運動・スポーツとの関係性を議論す

ることであろう．さらに，週２回以上の定期的な運動・スポーツ愛好者の実施種目につい

てみてみると，２００４年のデータでは，１位が散歩(ぶらぶら歩き)で実施率17.1％，以下ウ

オーキング11.9％，体操(軽い体操，ラジオ体操など)9.7％，筋力トレーニング4.5％，ジ

ョギング・ランニング2.1％，水泳１８％，サイクリング１８％の順になっている．年代別
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に見ると，２０歳代はボウリング・散歩(ぶらぶら歩き）・筋力トレーニング，３０歳代では散

歩(ぶらぶら歩き）・ボウリング・体操，４０歳代以降ではすべての年代で，散歩(ぶらぶら歩

き）・ウォーキング・体操(軽い体操，ラジオ体操など)が上位３種目となっている．今後行

いたい運動･スポーツ種目をみても，上位はウオーキング(7.7％),散歩(7.3％),水泳(7.3％)，

ゴルフ(7.0％)とその傾向は変らない．このように，実施種目としては個人種目がそのほと

んどであり，学齢期に実施する種目(体育や運動部活動)との連続性はまったく見られない．

なぜこのような状況が起こるのであろうか．その原因を主体の意思のみに求めるのでれば，

実施理由に挙げられているような，「健康を維持するため」（55.7％)，「人の交流のため」

(249％)，「緊張の緩和，リラックスするため」（15.7％)といった運動・スポーツの持つ身体

的効果,社会的効果,精神的効果を期待していることによる説明で十分であろう．しかし，

地域住民の運動・スポーツの実践をひとつの「習慣行動」と捉えた場合，彼／彼女らの運

動・スポーツ活動という社会的行為の実践は，その社会的立場や生活構造，あるいは歴史

性(時代性)に大きく規定されていることはいうまでもない．たとえば，現代社会の健康ブ

ームに乗った形で散歩やウォーキング，体操が実践されていることは容易に推察される．

また，運動を行っていない人の阻害理由をみてみると，「仕事や学業があるから」30.2％，

「費用が高いから」17.6％，「高齢だから」16.5％，「健康状態が十分でないから」13.7％，

「子どもや高齢の親族の世話をしているから」13.4％，「身近に施設がないから」12.7％，

「一緒にする仲間がいないから」12.7％が主な理由となっており，生活環境(様式)的な要

素が大きな影響を与えていることが伺える．このように，地域住民のスポーツ実践のメカ

ニズムを明らかにする際には，彼／彼女らの主体性に加え，地域性や歴史性に規定された

生活実態の分析が重要になってくると考える．

一方，わが国のこのような急激な運動・スポーツの普及には，社会・経済的安定による

余暇時間の拡大，仕事重視から余暇重視への意識の変化，スポーツに対する価値観の変化，

さらにはマスメディアによる運動・スポーツ情報の露出拡大とそれに伴う健康ブームが大

きく影響している。そのような中，学卒後の地域住民の運動・スポーツの振興に関する体

育・スポーツ政策の影響も見逃すことができないであろう．そもそも，体育・スポーツ政

策の領域では，学校・企業スポーツ中心に発展してきたわが国特有の運動・スポーツの実

践様式を自省し，スポーツの場の地域社会への転換という課題が常に指摘され続けて来た．

そして，その地域スポーツ政策は，現在，「総合型地域スポーツクラブ(以下，総合型とす

る)の育成」という大きな転換期を迎えている．この政策的転換には，もちろん行財政改革

などの時代的影響が大きいことは言うまでもないが，社会体育論からコミュニティ・スポ

ーツ論，そして，生涯スポーツ論へと理念的な変化がその背景に認められる。具体的には，

2000年の「スポーツ振興基本計画」の策定を期に〆施設整備，指導者育成γ教室・大会

開催といったスポーツ環境整備を中心にした「上からの」スポーツ事業の提供から，総合

型地域スポーツクラブの育成という行政と地域住民が一体となって取り組む社会運動的

な活動が推進されるようになった．同時に学校体育のあり方にも大きな変化が見られる．

戦後，学校体育は，児童'・生徒の体づくりと心身の鍛錬を目的とした「身体の教育」を中

心に進められてきた．その後，スポーツ文化の普及・定着により，「身体活動(運動・スポ

ーツ)を通した教育｣へと変化し，さらに，体育嫌いの増加,価値観の多様化の影響を受け，
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「身体活動の教育(楽しい体育)」へと変化した．そして現在，「生きる力」の育成という国

民的課題のもと，身体論や新しい体力論をベースにした「身体の教育」が模索されている．

このような，体育・スポーツに関する政策的・教育的変化が認められる現在，学卒後の地

域住民の運動・スポーツの活動状況を生活実態に即して明らかにし，そのあり方を議論す

ることは非常に時宜を得ているものと考える．

また，身体活動を基盤とする運動・スポーツ実践が，「終わりなき拡張」（佐伯，1993）

をみせる現代社会に果たす機能の再確認ということも指摘しておきたい．甲斐(2000)は，

佐伯(1993)や養老(1996)の主張を受け，「進歩」「拡張」「経済性」「効率」などと表現され

る価値への一元化を迫る社会における身体の可能性について言及している．人類固有の文

化として，また，身体活動を不可欠な要素とする運動・スポーツ実践が，このような社会

に果たす機能について論じることは重要であろう．資本主義社会の鏡として発展してきた

近代スポーツは，「競争」「合理性」などの論理を前提としている．そのようなスポーツは，

共同体的な地域社会から個人化や都市化を基盤とする地域社会への変容を単に後押しし

てきただけなのか，それとも，佐伯や養老の指摘のように，人間関係が分断された地域社

会で暮らす住民たちにとって，その再構築を促す契機となり得ていたのか．今後のスポー

ツ社会学研究の重要なテーマであると考える．

最後に，これまでの地域スポーツ研究が，生活主体としての個人の側から地域スポーツ

の実態を捉えてこなかったという反省すべき課題を挙げておきたい．地域スポーツを分析

する際に，行動の主体となる個人とその個人を取り巻く社会の両方の立場からアプローチ

することが重要である．しかし，コミュニティ・スポーツ論に代表される地域スポーツ研

究の多くは，地域社会側からのアプローチがほとんどであった．そこではあるべき地域社

会像に規定される個人が浮き彫りにされる‘本稿ではそれらの反省の上に立ち，個人の側

から運動・スポーツ実践を捉え直していきたいと考える．このことは，そのまま個人の主

体性のみを強調しようというものではない．そうではなく，社会(地域)構造や家族形態に

規定されつつも，どのように個人が主体的に運動・スポーツに関する集団や組織あるいは

文化体系に接触しているのかということが明らかにされなければならないということで

ある．このように，本稿は，地域スポーツ研究に対する，個人の主体的側面と社会構造の

規定力を相即的に把握するという理論的要請に応えるものである．
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第２節先行研究の検討

地域住民の運動・スポーツに関する研究は，主にスポーツ社会学における地域スポーツ

研究として行われてきた．それらを大別すると，コミュニティ＝地域社会を前提とし，そ

のコミュニティ形成過程に寄与するスポーツのあり方を検証するコミュニティ・スポーツ

論，また，同様に下からのスポーツ振興を目指しながら政策的な色彩の濃いコミュニテ

ィ・スポーツ論に批判的な立場である国民スポーツ論，さらには，スポーツの持つ社会統

合機能に着目し，スポーツ研究を通して共同体としての地域社会を分析する立場などがあ

る。その他，自治体レベルにおけるスポーツ(活動，環境，施策)に関する実態調査・研究

が見られる．

コミュニティ・スポーツ論の代表的な論者である厨(1999)は，松原を参考にコミュニテ

ィの要件として，「範囲性」「社会的相互作用性」「社会的資源」「コミュニティ感情」の４

つを挙げ，地域スポーツはコミュニティを真のコミュニティたらしめる活動の体系である

としている．彼はこのような立場から，詳細なスポーツ活動や環境に関する実態調査をも

とに地域スポーツ政策や地域スポーツクラブのあるべき姿について論じている．同様に，

堺は，農村青年のコミュニティ・スポーツに関する研究(1989)を通して，スポーツクラブ

への加入と青年団活動への参加がコミュニティ意識の形成に寄与していることを明らか

にしている．さらに，一連の公民館活動に関する研究(1983,1985)においては，スポーツ

を重要なコミュニティ活動として位置づけ，他のコミュニティ活動との関連性や活動の実

態を明らかにすることを試み，「コミュニティ・スポーツ(公民館レベルのスポーツ活動）

は，生涯スポーツの具体的推進とコミュニティづくりへの寄与という役割を持つものとい

えよう」と結論づけている．これらの研究は，「下からの」スポーツ活動の延長線上に，

コミュニティ形成を位置づけることから，いずれも自律した個人を中心にしており，その

個人のスポーツ活動やそれを取り巻く環境に問題が焦点化されている．しかしながら，そ

れでは，個人が口々生活をし，生きている地域社会のもつ規定力やそれに伴う「生活」の

構造的変化までを射程にいれることは出来ない.さらには,松村(1993)が指摘するように，

実際にスポーツ活動がどの程度コミュニティ形成という課題を達成したのかといったこ

とは明らかにされていない．

一方，国民スポーツ運動を主張する関(1978)は，生活と労働から切り離された「個人的

な私的遊び」としてのスポーツが，生活と労働に根ざし，社会性・公共性を持つスポーツ

へと転化してきたとした上で，今後のスポーツ政策研究の課題として，「国のスポーツ政

策の地域・自治体における展開を突き動かす国民のスポーツ運動の分析」と「スポーツ政

策の固有の性格を解明するための，現代社会において新たな意味をもって国民の前に立ち

現れてきたスポーツという文化の徹底的な本質究明」であるとしているざ同様な立場から

森川は，地域スポーツ研究における２つの分析の視点を提示している(森川，1988)．一つ

は，地域＝生活に根ざしたスポーツ活動という視点から，日常のスポーツ活動．クラブの

あり方を捉え直し，ゆるやかな形での「人格と生活」とが触れ合っていくスポーツ集団を

育てていくことが必要であるということ．もう一つは，「スポーツの主人公」を育てると

いう視点である．「スポーツの主人公」とは，地域のスポーツ活動を通じて育てられるべ

き，具体的な住民像であるとされる．具体的には，生きがいの見出しにくい今日的地域社
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会において，自らの手に人間らしい生活を獲得し，自らを人間的に成長・発達させるため

には，地域のスポーツ活動を通じて自らがその主体を形成しなければならないとしている．

ここでは，スポーツ活動のあり方にしろ，スポーツ主体のあり方にしろ，一つの理念型を

もとに実体へのアプローチが試みられる．したがって，多様な地域社会の分析や生活に根

ざしたと言いつつも現実の生活の構造的変化が等閑視されるという欠点は否定できない．

以上の論者たちが，地域住民のスポーツ活動と地域社会について論じているのに対して，

須田(1978,1993,1994)は，スポーツと地域社会の関係は，スポーツと地域の社会構造の

関係に還元して分析できるという立場にたつ．彼は，現代スポーツには，地域社会の住民

を－つに結びつけて，そこにある種の社会統合をなす機能と，地域社会のシンボルと化し

て地域社会の共同体的性格を表現する集団表象性があるとしている．それらを実証的に確

認することによって地域社会の社会統合の輪郭と共同体的実態を明らかにすることが，日

本における地域スポーツ研究の重要な課題であるとしている．しかし，彼のように共同体

としての地域社会を前提とするよりも，地域社会や生活の構造的変化や今日の市町村合併

に見られるように，行政レベルにおける地域社会の枠組みが大きく変化する中では，地域

住民を中心に据えた生活空間における共同性の確認とその上でのスポーツ活動の実態を

実証的に明らかにすることのほうがより重要に思える．

さて，このようなスポーツ社会学における地域スポーツ研究の流れの中で，海老原，上

羅，松村らは，それらを批判的な立場から検討し，地域スポーツ研究の新たな分析視点を

提示している．コミュニティ・スポーツ論に対して，海老原(2003)は，本来自発的である

がゆえに自律的であるスポーツを，コミュニティにおける生活環境条件のシステム的な整

備の一環となる社会保障や社会資本にすり替えたことになると批判している．「本来スポ

ーツはシピル・ミニマムという共同関心ではなく分立関心である」として，コミュニティ・

スポーツ論は，スポーツを，分立的関心を経ないまま共同関心に転化する連結的結合を示

す思い違いの典型となったとしているづその上で，これからの地域スポーツのあり方とし

て，アソシエーション・スポーツを提唱している．

また，上羅(1978)は，関らの国民スポーツ運動論に対して，「国民のスポーツ要求とその

充足というレベルに研究上の設定がなされているために，一つの立場からのスポーツに関

連する『政策評価論』に終始している」としている．さらに，スポーツ政策の議論におい

ても，それを受容したり反発したりするスポーツ活動の主体である住民の存在があること

を指摘し，市町村⑤住民の段階こそがスポーツ政策の最も具体的な生きた接点をなしてい

るとしている．

松村(1993)は，これまでの地域スポーツ研究を総括し，１９６０年代後半から増加した「地

域とスポーツ」の研究は，社会体育の社会的必要性を機能論的に展開するもので，構造論

的な言及はなされていないとしている．さらに，１９７３年の「経済社会基本計画一活力ある

福祉社会のために－」を－つの契機として，これまでの行政主導型というイメージを拭い

去り，「下からの」という発想をこめて登場したコミュニティ・スポーツやそれを批判す

る関，森川らの生活の社会化論を基底にもつ国民スポーツ論についても，生活の実体構造

変化を如何に捉えられるかを議論すべきであったとしている．また，地域社会変動の理論

的・実証的蓄積に努力してきた社会学の諸領域と連絡を密にすべきであったことや「人間
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性の回復」「コミュニティ形成」といった課題の達成度を計る実証的研究が必要であった

ことを指摘する．松村は，いくつかの例外(中島豊雄，１９７２：寺沢・西垣，１９６８：荒井・

江刺，１９７４：三好ら，１９８４など)を挙げつつ，これからの地域スポーツ研究には「日々の

暮らしの中で人と人が互いに存在を必要とし，何らかの関係`性を自ら創り上げている事実

の確認」と「それら関係性の消失に伴う住民自身に依る新たな模索のプロセスの実証」こ

そが必要であるとしている．彼は，このようにスポーツ集団の構成単位を運動実践者とし

ての個人ではなく「生活者」と捉えることを前提とし，いくつかの実証的研究に取り組ん

でいる．

まず，上羅と共同で，「地域社会そのものを正面から分析の対象にすえ，そこでの住民

の生活の中にスポーツ活動を位置づけることを基本的姿勢」とし，農村社会学における"む

ら,，をめぐる様々な視角，実証研究の蓄積を参考とする研究を行った<松村，1978)．具体的

には，家族周期論，家族内部構造論での成果を援用して，涌谷町洞ケ崎地区での事例分析

を試みている．そこでは，クラブ洞ケ崎における「地付き」中心的性格は，社会関係の濃

密度の差異のみならず，クラブ参加者の主体が「個人」ではなく，「家」に生活の基盤を

持つ「単位家族」であるということを明らかにしている．また，同じ「地付き」の家々で

も，家としての生活体系に，いかに「農業」が位置づけられているかによって，その主体

は大きく規定されていると述べている．さらに松村は，この研究から約１０年後，同じク

ラブ洞ケ崎を対象に再調査を実施している(松村・前田，１９８９)．そこでは，住民の自主的

な「地域」再編の課題を担って結成されたクラブ洞ケ崎の解散前後に起きたその他の「地

域」再編の様々な活動の生成・展開について，詳細な記述が行われている．Ｔ地付き」と

「団地」の融合を目指した「地域」再編は達成されなかったものの，クラブのメンバーは

解散後も，女性は旅行グループや料理教室などの日常的な付き合い関係を維持し，男性は，

新たな個人を中心とした「生活拡充集団」を形成していることが明らかにされた．同時に，

クラブの解散要因の分析を通して，「スポーツ集団を農村的な地域という暮らしの場にお

いて理解する時は，それが自立的なものとしてそれのみを分析しようとしても全く真の理

解には到り得ない」ことを知ることが出来たと述べている．昭和４０年代の「混住化」に

際して，地域的再編活動に「スポーツ」が登場したものの，それは，それを担うことの出

来る地域に固有な文化が存在しないか，そうした文化を住民自身が意識の奥にしまいこん

でしまうか，忘却すべき歴史としてかなたへ捨て去った時期が長かった場合に，手軽なス

ポーツが登場してくるのではないかとしている．他にも松村は，高齢者のゲートボールの

定着過程に関する実証的研究において，その実践が家族の周期段階に大きく規定されるこ

とを明らかにしている(松村・佐藤，1994)．

松村の地域スポーツ研究に取り組む姿勢には，これまでの研究が，「地域性｣Ｔ共同性」

「われわれ意識」といったいずれの要素ともスポーツを係らせた実証を行っていないとの

反省と「下からの」とか「住民の立場にたって」といいつつも，なんらこれまで実証的，

理論的な蓄積を果たしてこなかったという認識がある．以上のような，地域スポーツ研究

に対する松村らの主張を参考に，本研究では，第一にソ実証的研究を積み重ねる必要があ

ること，第二に，個人をスポーツ活動の主体であると同時に生活主体として捉える必要が

あること，第三に，地域社会について，その共同性を確認するにしろ，崩壊について議論
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するにしろ，当該地域の社会構造の実態に即して把捉しなければならないことを前提に研

究を進めていくこととした．また，松村らの研究では，地域社会一家族一個人というレベ

ルの中で，特に，家族に焦点を合わせ，その規定力に分析の力点が置かれている(三好らの

場合，地域社会および生産構造の規定力)．しかし，スポーツそのものを「分立関心」（海

老原，2003)として捉えるならば，また，今日のウオーキングやジョギング，水泳，ゴル

フなどの個人スポーツの流行を振り返るとき，ここであらためて個人を分析単位とするこ

とも重要ではないかとと考える．つまり，個人の価値・行動様式が変化し，「私化の拡張」

(鈴木，1984)が進む中，個人＝生活者を分析単位として，地域スポーツについて議論して

いきたいということである．その場合，自立した個人の主体性のみに着目するのではなく，

家族や社会構造の規定力を相即的に把握していくことが重要である(表0-1).このような点

から，具体的な分析枠組みとして，これまで都市社会学や農村社会学で蓄積されてきた生

活構造分析及び生活史分析を用意することとした．また，松村や三好らの研究では，地域

社会としてその実体がある程度可視化でき，範域的にも比較的狭い農山村をその対象とし

てきた．しかし，地域スポーツ研究として，都市あるいはその周辺に生活する人にとって

の地域社会や地域スポーツとは何かということを議論することも一方では重要であると

考える．交通網の発達や情報網の拡大により，ますます流動化する現代社会において，都

市生活者を含む地域住民の生活構造と運動・スポーツ実践の関係がどのように変化してき

たかということを今一度議論することも地域スポーツ研究の重要な課題であろう．

表０－１主体の捉え方

分析対象

ところで，最後に，地域スポーツ研究とは異なる他のスポーツ社会学の領域においても，

ここまで述べてきたような個人を分析視点として，運動・スポーツとの結びつき左検討し

てきたものがあることを指摘しておきたい．代表的なものとしては，ＳＳＦの調査研究や

いわゆるスポーツの社会化に関する研究，特にスポーツ活動の促進・阻害要因に関する研

究が挙げられる．ＳＳＦの調査研究とは，１９９２年から隔年で実施されている全国調査でγ

わが国で初めて「実施頻度」「実施時間」「運動強度」の３つの観点からスポーツ人口を量

および質の両面から算出しているのが特徴であるといわれている．さらに，最近では，こ

れらのデータを２次分析し，運動・スポーツ活動の個人化や公共スポーツ施設利用者の特

徴などを明らかにした報告がなされている(澤井，2005,2006：中澤，2005,2006：新，

2005,2006)．スポーツの社会化に関する研究は，「スポーツへの社会化」と「スポーツに

よる社会化」に分けられる．本研究に関連するのは前者であり，中でも直接的スポーツ参

与に関するものであろう．ケニヨンとマクフアーソン(1973)はスポーツへの社会化モデル

を提示し，「個人的属性」「重要な他者」「社会化状況」の３要因が影響を及ぼすことを明

らかにしたｂわが国では，ケニヨンらの研究を参考に，山口ら(1987)が一流選手や子ども

９

体育・スポーツ学 本研究

主体 運動者 生活者

分析対象 個人(身体） 社会関係

在り方 白 立 相対的自立



あるいは一般成人を対象にスポーツ参与の要因分析を行っている．また，嘉戸ら(1977)も

同様に，各ライフステージにおけるスポーツに関する社会的状況(家庭，学校，仲間，地域

など)や，社会化エージェント(社会的状況内で個人に積極的に働きかける機能を持つ人た

ち，例えば，両親，兄弟，友人，親戚，教師など)の影響の度合いが相互関連して，人々の

スポーツ関与の質と量が決められるという仮説に基づき，直接的スポーツ関与に及ぼす過

去と現在の要因について検討している．樋上ら(1996)は，スポーツ参加から阻害されてい

く過程について，面接法を用いて分析し，運動実施モデルを作成した．その結果，運動非

実施者の特徴として，①狭小化された運動・スポーツのイメージ，②自己概念の固定化，

③個人的要因の外的要因へのすりかわり，④性格特性，⑤結果予測(運動実施を継続しても

自分にとって有益な効果を期待していない)などを明らかにしている．そのような中，多々

納は(1097)，これまでのスポーツ参与の要因分析について，人々のスポーツ活動には人口

統計的要因や心理的要因あるいは社会的要因が多元的・多重的に関与し，それらによって

様々なパターンが生じることが明らかにされてきたが，各研究では，その対象者，取り上

げられた要因などが異なるため明確なモデルや理論がまだ出されていないと指摘してい

る．その上で，スポーツ参加の多変量解析を通して，実施・不実施に対する第一次的要因

群として，「スポーツ好意度」「表出的・手段的スポーツ観」「両親のスポーツ理解度」「指

導者」が直接的に規定していること，さらに，「スポーツ経験」「重要な他者」「生活条件

や意識」「個人的属性」などの要因が二次的要因群として機能していることを報告してい

る．同様に諸外国では，例えば，グリーンドルフアー(1978)がスポーツ参与に影響を及ぼ

す家族の役割について報告している．また欧米のスポーツ社会学では，スポーツ参与と社

会階層の関係が主要な研究領域の一つとされてきたといわれ(丸山，1990)，古くは，ヴエ

ブレン(1899)が，スポーツはアッパー・クラスの典型的な活動であり，自らの地位を誇示

するステイタス・シンボルであったと報告している．その後の研究でも，階級や階層によ

ってスポーツ参与の程度や選考種目が異なることが指摘されてきた(レンソン,1978：ブル

デュー,１９０１)．日本では丸山(1090)が，社会階層およびライフスタイルとスポーツ参与の

関係について明らかにしている．そこでは，年齢・職業威信・学歴・所得・生活様式(余暇

生活機会の多寡を得点化したもの）・生活価値観(自己充足型，主体性型，伝統志向型の３

類型)とスポーツ種目群との関係について考察している．

このようにスポーツへの社会化に関する研究では，スポーツ参与に関する要因分析が数

多く提出されている．さらに現在では，スポーツへの参与過程の分析から，スポーツ参与

による生きがいやＱＯＬなどへの影響の分析へと進んでいる(山口ら，1996:川西ら,１９９６：

ブラウンら，1993)．いずれにしても，これらの研究と本研究の違いは，スポーツの主体

としての個人を，一般化された個人(運動者)として捉えるか，生活者として捉えるかとい

う点にある．本研究は言うまでもなく，後者の立場にあり，個人の運動・スポーツ実践を

生活行動の一部として把握したいと考える．また，個人を生活者として捉えるということ

は，当然，生活空間としての地域社会をも分析対象とするものであり，この点も大きな違

いとなる．つまり本研究は，生活者を分析単位とした地域スポーツ研究として位置づけら

れるものである…
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第３節研究の目的及び分析枠組み

1．研究の目的

スポーツ隆盛の時代を向かえた現代社会において，,その実践の綿密な状況分析が求めら

れている．また，都市化が急速に進む地域社会において，運動・スポーツの実践が地域社

会形成に対してどのような機能を持つのかあらためて確認する必要がある．そのような中，

日本の地域スポーツ政策は，総合型の育成を中心課題とし，これまでの学校や職場，行政

を中心としてきたものから地域社会をベースにした振興策に大きく方向転換した．本研究

ではこのような社会的歴史的背景のもと，地域社会で実践される運動・スポーツの社会学

的意味を問い直し，今後の地域スポーツ政策について検討することを意図し研究に着手す

ることとした．

また，これまでの地域スポーツ研究を振り返った場合，実証的研究の積み.重ねが必要で

あること，地域社会について当該地域の社会構造の実態に即して把捉しなければならない

こと，個人をスポーツ活動の主体であると同時に生活主体として捉える必要があることな

どが課題として挙げられる．そこで本研究では，このような課題に応えるための分析視角

として，個人を分析単位としその主体的側面と社会構造の規定力を相即的に把握すること

ができる生活構造分析を用意することとした．

以上のことから本研究の目的を，生活者としての個人の生活構造と運動・スポーツ実践

の関係性を明らかにし，今後の地域スポーツ政策のあり方について検討することとした．

アプローチの方法は以下の通りとする．まず，戦後の日本の地域スポーツ政策の批判的検

討を行いその課題を析出する(第１章).そこでは,戦後の体育･スポーツの動向を跡付け(第

１章第２節),地域スポーツ振興策の柱となる総合型の育成に関する事例的研究を行う(第１

章第３節)．その上で，現在の総合型を中心とする地域スポーツ政策の課題について批判的

に検討していく．続く第２章から第４章にかけては，地域住民の生活構造と運動，スポー

ツ実践の関係性に関する実証的研究を行う．第２章では，鈴木広の生活構造分析を手がか

りに，地域住民の生活と運動・スポーツの状況分析を行う．特に生活構造の類型と運動・

スポーツ実践の志向性について明らかにする(第２章第５節)．第３章では，生活構造分析

に歴史的視点を導入する．具体的には，ライフコース・データをもとに,生活構造と運動・
スポーツ実践のコーホート分析を行いスポーツライフの時代的特性について明らかにす

る(第３章第１節)．さらにここで生成された仮説について，ライフヒストリー分析を用い

て検証し(第３章第２節)，現代社会のスポーツライフについて議論する．第４章では，第

２章及び第３章で析出された論点について，地域間格差という視点から分析する．ここで

あらためて個人の生活構造分析を通した，地域社会と運動・スポーツ実践の関係について

議論することとなる．特に，農山村地域における市街地と山間部を事例として取り上げる．

最後に，これまでの歴史的，実証的な分析を通して析出された論点いついて整理し，現代

社会における生活構造と運動ｂスポーツ実践の関係を，都市化の浸透という視点から検討

する(第５章第１節)．さらにそのことを踏まえて，総合型の育成を中心に今後の地域スポ

ーツ政策のあり方について提言し結びとする．
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2．分析枠組み

1）生活構造分析

一般的に生活という言葉には二重の意味があると思われる．例えば，「生活に追われる」

という場合と，「生きがいのある生活」という場合である．前者は生計といった意味に近く，

労働や消費生活がその中心となる．後者は労働生活を含む地域社会におけるくらしそのも

ののことを指している注2)３本研究では，直接的には労働や消費生活に含まれない運動・ス

ポーツ実践という行為を研究対象とし，‐それを生活者のくらし全体の中で把握することを

意図している．したがって，本研究における生活の意味は後者の立場にあるといえる．

では，実際に生活の中身いわゆる構造を把握しようとする場合にはどのような分析軸が

必要になってくるのであろうか．これまでの社会学領域の中には，階級分析を志向する社

会政策理論の立場，集団参与の総体として捉える地域社会学の立場，さらに多様な生活に

共通するあらゆる要素を抽出しそれら要素の相互関連(構造)を総合的に把握する総合生活

学的な立場がある．本研究の生活の捉え方に従えば，３つめの総合生活学的立場をとるこ

とになる．この立場の論者としては，鈴木広や松原次郎が挙げられる．松原は生活を生産

活動・余暇活動・消費活動の機能的側面と時間・空間・手段・金銭・役割・規範の構造的

側面に分けて分析している．これに対して鈴木広(1986)は，松原の生活概念を包括的な生

活概念であるとして，生活の主要であると思われる「生活目標」（生活のめあて，生活態度）

の要素がかけていると主張する．彼の論点は，生活主体を労働者ではなく，生活者として

捉えること，そして生活者は意識的であれ，無意識的であれ，何らかの生活目標を思考し

ているということである．この考え方は運動・スポーツ実践の主体を生活者として捉える

本研究の立場に近いものである．そこで，ここでは鈴木広注3)に倣い，生活構造を「その時

代の社会構造(組織的ないし個別的な他者)に関わる生活行動と文化体系に対する生活態度

(生活規範と生活意欲)のパターン」と定義することとした．つまり，生活構造を分析する

とは，その要素である生活行動と生活態度について分析するということになる釘鈴木広は

これらを分析する際の軸として，表0-2に示すように階層性及び流動性(土着性)，同調性

及び公共性(私化)を設定しており本研究でもそれに倣うこととした．具体的には，階層性

として学歴や年収，流動性(土着性)として居住年数，同調性としてマスメディアへの親近

性，公共性(私化)として生活目標や理想の生き方などが想定される．

△

表0-2生活構造分析の枠組み

以上が本研究における生活構造の分析枠組みであるが，最後に，ここで援用した鈴木広

の生活構造分析について若干の補足をしておく．彼は，これまでの生活構造論の系譜を参

考にして，生活主体と社会構造との接触場面を分析するために，まず一方に，社会政策学

的アプローチに対応する形で階層区分の基準をとり生活主体を垂直的に分類している．他

方，地域社会学的アプローチに対応する形で，「土着型」と「流動型」という類型化を設定
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要素 接触局面 分析軸

生活行動 社会構造 階層性 流動性(土着性）

生活態度 文化体系 同調性 公共性(私化）



している．これは，階層の軸とは独立の次元であって，ある生活主体の地位体系が，反覆

持続的・固定的・安定均衡的であるか，あるいは撹乱的・移動的・不安定であるかの区別

である．基本的には，階層・集団・地域・権力という社会構造の４局面のどれかまたはす

べてに対して，継時的にみて生活者のかかわり(関与)が安定している状態が土着であり，

変化する状態が流動である．この２軸は社会構造(階級と地域)に主体が接合する仕方や状

況を規定するものであり，その座標上の位置によって，生活構造そのものの状態が類型化

できる(図0-1)．

流動土着

下層

図0-1生活主体と社会構造の４類型

次に文化体系への接触についてであるが，これは主体の生活目標ないし生活理念として

把握されるという．個人の生活目標が社会の文化的な価値や道徳標準に即して展開してい

る状態は，個人と社会の両方にとって望ましい－つのケースである．したがって，ここで

は，一方に，時代の支配的な「文化」標準に同調か，非同調かという軸が設定され，他方

では，生活目標の焦点を私生活場面に自閉して生活の「私化」を志向するか，逆に私生活

を社会化していく方向に目標の焦点を設定し，主体自身の「公共化」を志向するかという

軸が設定される(図0-2)．今日の文化的状況は，価値の多元性，目標の分散がその理念とさ

れている．特に，戦後日本の社会は，生産力の向上や分業化・専門化の進行，さらに地域

間格差に伴い，世界的に類を見ないほど流動過程をたどってきた．その結果，戦前の土着

型社会から流動型社会へと変化し，孤立化が深まったと考えられる．そこでは，戦前に天

皇制に求められてきた社会統合機能に代わるものとして，マス・カルチュア(＝文化体系）

が今日的文化様式の重要な機軸となっている(もうひとつは企業組織の行動原則である)と

考えられる．そして，今日の標準的な生活主体のあり方は，量的にはＩ型(同調・私化)に

集中している．典型的な私生活主義者で，組織人・欲望人であり，権力や貨幣に阻害され

た生活主体群である．

同調

公共私化

非同

図０２生活主体と文化体系の４類型
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2）運動・スポーツ実践分析

スポーツ社会学における運動・スポーツ実践の分析については，スポーツの社会化に関

する研究において中心的に取り扱われてきた．その分析の対象は主に頻度(量的な問題)で

あり，それを規定する要因分析に力点が置かれていた．そこでは，運動者としての実践者

に着目することから，生活主体としての視点が欠けていたことは言うまでもない．では，

実践者を生活主体として捉えるということはどういうことであろうか．それは，実践者が

主体的，自由選択的に生活目標と生活様式を創出で設定しているということを認識論的前

提とすることであり，言い換えれば，生活行動の内容には主体の志向性が必然的に含まれ

ているということである．したがって，生活行動としての運動・スポーツ行動にもその志

向性が少なからず付着しており，それは実践の質的な局面から把握しなければならないと

いうことである．

そこで本研究では，運動・スポーツ実践を限られた状況内で起こされる生活行動である

と捉え，その状況を構成する要素として実施種目，実施仲間，実施場所，実施目的に設定

した．そして，これらの状況分析を通して，生活主体の運動・スポーツ実践における現代

的な「志向」について検討することとした．
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第４節用語の規定

ここでは，本研究において重要な概念である「スポーツ｣，「地域社会」及び「地域スポ

ーツ」について概念整理を行い，研究対象を焦点化する．

１．スポーツ

これまでのスポーツ社会学におけるスポーツの把握の仕方について整理すると（コーク

リー，１９７８：佐伯，１９８８：粂野，１９８４)，制度論的あるいはプレイ論的把握が主流であっ

た注2)．しかし，現在，スポーツの領域は，個人的に行われる健康維持や楽しみのためのプ

ライベート・スポーツやショーピジネスとしてのエンターテイメント・スポーツ〉自然界

を相手とするネイチャー・スポーツ，さらにはモータ・スポーツまで，その領域は拡大し

ている．このことは，スポーツ概念の境界線が暖昧かつ流動的であることを意味している

(川谷，2005)．そもそも，オリンピックで行われるような競争的な競技スポーツにしても，

現在のような形で行われるようになったのは近代に入ってからである．要するに，時代的

にも地域的にもスポーツの捉え方は変化してきており，今後もその境界は暖昧なままであ

ると思われる．このような状況の中で，先にあげた制度論的あるいはプレイ論的把握では

十分に生活とスポーツの関係を理解することはできないであろう．同様な視点で，多々納

(1097)も，「見るスポーツ」や「するスポーツ｣，「硬いスポーツ」や「柔らかいスポーツ」

等々，多岐多様な状況を統合的に捉えるためには，スポーツを社会から独立した非日常世

界としてではなく，現代生活における不可欠の制度的文化，社会に規定されつつも社会を

構成する固有な文化とみなすべきであるという立場にたつ．

本研究でも，あるがままの運動・スポーツ実践を，できるだけ実態に即した形でその状

況を分析したいと考えている．その際ｊここでは運動・スポーツの主体を生活者牢して捉

える視点を採用していることから，それを生活行動の一つとして把握することが必要にな

る．つまり〆行動分析の一般枠組みを適用するということである．このことについて，鈴

木広(1984)は，ある種の生活行動は「目的・目標ないし何らかの予期された事態の達成に

向かうこと，状況内において生じること，規範によって規制されていること，エネルギー・

努力・動機づけの力の消費を伴うこと，によって構成される」と述べている．この場合の

「状況」とは，行為者にとって何らかの意味を持つ「志向」の諸客体からなるものである

から，このことをスポーツ行動に置き換えてみると，他者としてのスポーツ相手(仲間)，

他者としてのスポーツ集団(クラブ)，社会的・文化的対象としてのスポーツ施設やスポー

ツ価値などが，その状況の構成要素として想定できる．

つまり，スポーツを目的・目標ないし何らかの予期された事態の達成に向かう，状況内

(施設・仲間・集団など)において生じる身体活動として把握するということである．その

ため，ここでは一般的なスポーツの枠組みを超えるもの，例えば散歩や釣りなどが含まれ

ることになるため，表記に関しても「運動・スポーツ」とすることとした．

２地域社会

地域社会という言葉は，一応，一定の地域的な範域性と生活の共同性に規定されると考

えられる．しかし，範域性といっても，それは小規模の近隣・町内を指したり，時には村
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藷，市町村であったり，あるいは国であったりと，実に様々な空間的広がりを持つ？また，

生活の共同性といっても，多様な内容とレベルが含まれている．このように地域社会とは

非常に暖昧.な言葉であり，暖昧なまま用いられてきたといえる．また，現代社会では人々

の生活行動圏が拡大しており，たとえば，都市近郊の町では，職住分離が進み，都市での

時間的配分のほうが優位になる一方，居住地域での生活の共同性が維持されているかどう

かは不明である．さらに，運動・スポーツを実施する場合，居住する町ではなく都市の公

共施設(公共サービス)を利用したり，職場の仲間と運動・スポーツを楽しんだりしている

かもしれない．これまでの曰本人の運動・スポーツの中心が，学校あるいは職場であった

ことを考えると生活行動圏の拡大と同時に運動・スポーツなどの余暇活動の場も拡大して

いると想定される．このことは農山村においても同様であり，商業や行政の中心機関・施

設が集積する市街地地区や都市圏へと生活行動圏が拡大していると考えられる．このよう

に現代社会では資本主義社会の発展とともに，地域社会のあり方もきわめて流動的となり，

地域社会の範域性という側面を次第に失っていった(蓮見，1984)ということである．

以上のように地域社会に対する現状を認識した上で，以下では，「マチｐムラ連合」を

キー概念とする徳野(2006)の分析を参照し，本研究における地域社会の定義について整理

することとする．徳野は，地域社会の原型として「マチ６ムラ連合」を設定する．それは，

1960年ごろまで続いた農村の定住型社会の典型であり，流通の拠点や商業の集積地，あ

るいは行政の結節機能を果たすマチと小字集落や大字集落のムラとが，安定的な地域シス

テムとして機能する状態である．しかし高度経済成長以後，マチ・ムラ・都市という連続

性の中に変化が生まれた．つまり，人々の生活において，都市との関係が直接的になると。

同時に，ムラの自立性の低下とマチ(行政機能)への依存が顕著になってきたのである．こ

のような認識の下，彼は，鈴木栄太郎の『日本農村社会学原理』をベースに地域社会を「そ

の時代状況の中で，第１に，人々が生活(生産および消費)していくために不可欠な人間関

係や社会集団および社会経済システムが累積されている一空間である。第２に〆その一定

空間の中で，共同生活を営む故に発生する住民同士の特別の感情，すなわち，“我々意識'，

を濃厚に持つ社会統一体である.」と定義する．

徳野はこのような地域社会への定義をもとに，その原型を「マチームラ連合」に求め現

代社会の地域社会のあり方を問い直していくのである．生活主体としての個人の生活構造

に着目する本研究において，このようなマチ・ムラ・都市の連続性の中で地域社会を捉え

るという視点は，重要な示唆を与えるものと考える．しかし，徳野がマチ・ムラ・都市の

詳細な地域構造の分析を通して，その問題性を提示するのに対して，本研究における分析

視角は，生活者としての個人が，どのようにこの「マチ・ムラ・都市」の連続性の中で日々

暮らし地域生活を営んでいるかという点にあり，彼の立場とは若干異なるものと思われる．

そこで，徳野の地域社会に対する捉え方に，以下の点から修正を加えて，本研究における

地域社会の定義について提示したい本研究は地域社会の"あるがまま'，に着目するもので

ある．つまり，地域社会の共同性や"我々意識，,を前提とするのではなく，その崩壊や維持

そのものを視野に実態を把握するということである．これはソ本研究が生活主体である個

人のくらしを視点に地域社会を捉え直すという意味が含まれる．徳野は，“我々意識，'を濃

厚に持つ社会統一体として地域社会を捉え，そこから都市やマチを分析しようとする．こ
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のような明確な視角から分析することは重要なことであろう．しかし，ここではもう少し

角度を変え，都市生活者にとっての地域社会とは何かということも含め分析対象としたい

と考えている．そこで，徳野の定義における第一の点に力点を置き，地域社会とは，その

時代状況の中で，地域の人々が生活し活動していくために不可欠な人間関係や社会集団お

よび社会・経済・文化システムが，地域住民によって持続的に維持されている一空間であ

る，と定義したい．

ところで，地域社会という場合にその訳語として用いられるコミュニティという言葉に

も言及する必要があろう．地域社会＝コミュニティの用語は，戦後の復興による経済成長

や社会変化が１９６０年代を境に多くの地域的問題や生活問題を生む結果となった時期から

使用されるようになった(斉藤，1988)．特に，１９６９年に，国民生活審議会が「コミュニテ

ィー生活の場における人間性の回復」を著し，以後，コミュニティは地域行政のキー概念

として採用され，用語としての地位を確立した．斉藤(1988)によると，このコミュニティ

は，範域，相互作用，役割意識外文化的同質など，そこに住む市民の生活要件として重要

な概念となったが，この概念とスポーツを結びつけて用いた最初は経済企画庁のコミュニ

ティ・スポーツ論であったとしている．それ以後，スポーツ社会学の領域では，地域スポ

ーツ＝コミュニティ・スポーツと理解されるようになった．コミュニティ・スポーツの代

表的な論者である厨(1984)は，松原治郎による地域社会形成の論理を引用し，地域の開発

過程には「生活優先，人間尊重の原則」を貫くことが重要であるとして，このような社会

で展開される自発的なスポーツあるいはこのような地域社会の形成に貢献しうるスポー

ツをコミュニティ・スポーツとしている．つまり，そこでは地域共同体の崩壊に対するス

ポーツ活動の果たす機能が強調されることになる．

しかしこのような現状のなか，蓮見(1984)は，コミュニティという場合には，地域社会

を意味する場合においても，単にあるがままの地域統合を意味するよりも，住民相互の連

帯や地域への帰属意識が強調されることとなると指摘している．また，徳野はいわゆるコ

ミュニティというのは，都市部の見ず知らずの人々によって，生活上最低限の共同活動に

よって共同性を保持している地域社会のことであると述べている．さらに，スポーツ社会

学の立場からも，松村(1988)は，福武直を引用し，「『コミュニティ』という言葉を無反省

に使うと大変混乱が起こる．これは実態とそのまま対応する概念ではなく，当為の概念で

ある．共同体，協同体，地域社会と同義に用いることは出来ない」としている．本研究は

生活構造分析を通してあるがままの地域社会の分析へと進むことを目指している．したが

って，松村らの立場と同様に地域社会と同義的意味でコミュニティという言葉を使用する

ことはない．

３．地域スポーツ

スポーツ社会学において地域スポーツを研究する場合には，これまでは地域社会を舞台

とした個人レベルのスポーツ活動と地域社会とスポーツの関係に着目した地域レベルの２

つ領域が対象とされてきた．さらに，近年では，スポーツ活動をその具体的な運動や身体

活動のみで把握するのではなく，メディアを通した「みるスポーツ」や大会やイベントの

運営に携わるスポーツボランティアなども含まれるようになった．
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そこで現在展開されている地域社会でのスポーツを，行為内容(する-みる)及び行為レベ

ル(地域一個人)を軸として以下の４つの類型に分類した(表0-2)．本研究では，これまでの

スポーツ社会学で中心的に論じられてきたコミュニティｑスポーツだけでなく，生活主体

としての個人が自らの生活空間の中で展開する自主的なスポーツ活動も分析対象として

捉えている．

表０－３地域スポーツの類型化

行為内容

1８

類型 行為内容 行為レベル 対応する政策・戦略 事例
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注1）ＳＳＦが実施する「スポーツライフに関する調査」は，１９９２年から隔年で実施され

ている全国調査で，わが国で初めて「実施頻度」「実施時間」「運動強度」の３つの観

点からスポーツ人口を量および質の両面から算出しているのが特徴であるといわれて

いる．

注2）このことに対応するように生活構造に対する捉え方も大きく２通り存在しており，

三浦(1986)は次のように整理している．前者に対応するのが，社会政策的学的な立場で

ありγ篭山京の『国民生活の構造』（1943)に始まる生活研究や貧困研究である．ここで

は，経済的・物質的基盤に拘束され規制された消費生活を含む個人や世帯が，日々繰り

返される習慣的生活の中で,世帯F内の人間関:係や態度から独自の消費システムを形成し，

このシステムが生活環境に対置されることを明確にしたとされる．つまり，階級・階層

構造との関連で生活構造概念を規定しようとするものである．後者に対応するのが，地

域社会学的な立場であり，鈴木栄太郎の都市の生活構造に代表されるような地域構造や

地域に見られる社会組織・社会関係の研究である．

注3）鈴木広は，生活構造を「生活者は，一定の相対的に持続的な生活態度(生活規範と

生活意欲)をとることにおいて時代の文化体系にかかわっており，他方，そのような生

活態度を持つ主体者として生活行動をとおして,組織的ないし個別的な他者と接合する

ことにおいて，時代の社会構造にかかわっている．このような生活態度と生活行動のパ

ターン」と定義している．

注4）佐伯(1988)は，スポーツを「社会的行為」の一つとして捉え，「欲求をスポーツ文

化システムとスポーツ社会システムによってコントロールされながら充足する行動」と

定義する．一方，粂野(1984)は，スポーツの本来の語源は，デイスポート(disport＝楽

しみ，遊び)から発しており，スポーツの原点は楽しみであり，遊びであり，プレイで

あるとする．したがって，スポーツを，あまり手段化しないで，むしろ，楽しみのため

の体を動かす生活文化としてとらえていくことが大切であると述べている.これに対し

て多々紬(1997)は，「見るスポーツ」や「するスポーツ｣，「硬いスポーツ」や「柔らか

いスポーツ」等々，多岐多様な状況を統合的に捉えるためには，スポーツを社会から独

立した非曰常世界としてではなく，現代生活における不可欠の制度的文化，社会に規定

されつつも社会を構成する固有な文化とみなすべきであるという立場にたつ.その上で，

プレイ論に対してはあまりにも時代錯誤であると批判し，一方で，スポーツの機能を一

面的に強調することは，スポーツ固有の文化性に基づく発想ではなく，社会中心的発想

であり，スポーツを社会の補完物とする見方に過ぎないと批判する．このような，現実

のスポーツのあるがままを捉えようとする多々紬の主張は重要であると思われる．しか

し，本研究は，スポーツ主体としての個人の捉え方において若干異なる立場にある．こ

こでは，運動やスポーツ行動に対して，生活者の生活行動の一部としての視点を重視す

る立場にたつ．したがって，あらかじめスポーツ行動くの枠組みを設定するのではなく，

目的・目標ないし何らかの予期された事態の達成に向かう，状況内(施設・仲間・集団

など)において生じる身体活動として運動ｃスポーツを把握したいと考える．
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第１章戦後の地域スポーツ政策の批判的検討

第１節本章のねらい

本研究では〆個人を分析単位とし，その生活構造と運動・スポーツ実践鑪の関係について

検討していく．その場合，個人の側からだけでなく，社会の側からの規定性についても十

分な検討が求められる．特に，わが国における体育・スポーツの普及は，学校教育を中心

に政策的に展開されてきた経緯がある．さらに，本研究では実証的データから析出された

論点をもとに，最終的には今後の地域スポーツ政策について提言することを意図している．

そこで，ここでは戦後の体育・スポーツの全体的な動向を跡付けることで，現在の地域ス

ポーツ政策における中心的課題である総合型の育成の歴史的背景とその問題性について

検討する．さらにこの問題性をより現実に即した形で理解するために，総合型地域スポー

ツクラブの育成過程に関する事例的研究を行うこととする．以上の検討を通して，現在の

総合型を中心とする地域スポーツ政策の課題について検討していきたい．

2０



第２節戦後の体育・スポーツ

１．戦後の体育・スポーツの動向

本節では以下の文献を参考に戦後の体育・スポーツの動向及び国民生活の概要について

整理し，表1-1-lのようにまとめた．具体的な作業としては，まず「体育・スポーツ政策」

及び「民間レベルの体育・スポーツ」の薑動向については，１９４５年以降１０年ごとにそれぞ

れの歴史的事実(出来事)を拾い上げ，その時代の特徴を表すようにカテゴリー化した．「学

校体育」については，そのあり方の法(的根拠となる「学習指導要領」の改訂に着目し特徴

を明らかにした．学習指導要領はほぼ１０年ごとに改訂されており，その変化に着目する

ことで学校体育の動向が明らかになると考えた．最後に，生活とスポーツついて，歴史的

事実(客観的に示されたデータ)をもとに１ｏ年ごとの特徴を記述した．

中村敏雄(1978）スポーツを考えるシリーズ④スポーツ政策．大修館書店：東京．

岸野雄三(1973）近代体育スポーツ年表．大修館書店：東京．

関春南(1997）戦後日本のスポーツ政策－その構造と展開．大修館書店：東京．

ＰＨＰ研究所(1995）数字で見る戦後５０年にほんのあゆみ．ＰＨＰ研究所：東京．

渡辺治(1994)Ｉ戦後型社会・政治の成立・確立・再編成．シワーズ曰本近現代史４

戦後改革と現代社会形成．岩波書店：東京．

中川情(2000）日本都市の生活変動．勁草書房：東京．

１
Ｊ
Ｊ
１
Ｊ

１
２
３
４
５

6）

7） 竹田清彦・高橋建夫・岡出美則(1997） 体育科教育学の探求 体育授業づくりの基礎

理論．大修館書店：東京．
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表1-1-1戦後の体育・スポーツ動向

2２

年代 体育･スポーツ政策 民間レベルの体育･スポーツ 学校体育 生活とスポーツ

楠９

▲

鰯

これからの体育･スポーツの方向性

Ｏ社会体育振興のための市町村で
の体育指導委員設置と補助金交
付についての通牒(1946年）
Ｏ社会体育指導要綱制定(1951年）
Ｏｽﾎﾟｰﾂﾏﾝ要領制定(1955年）
Ｏ第１回社会体育優良団体文部大
臣表彰(1949年）
Ｏ社会体育としての剣道に制限ｌｉｉ
置(1946年～1953年)解除）
Ｏ日本体育鰹会のｱﾏﾁｭｱ資格
委員会がｱﾏﾁｭｱのスポンサ－つ
き放送を団体の場合のみ埋める
(1953年）

スポーツ用具の給付

Ｏ軟式野球ポール,スポンジ
ポール,プレーｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾙ(ソ
フトポール)を全国に配給

推進母体の設立

Ｏ日本体育協会(1948年）
Ｏ日本野球連盟(1948年）
Oｽﾎﾟｰﾂ擾輿会(1949年）
Oｽﾎﾟｰﾂ議員連盟(1951年）

国際舞台への復帰

Ｏ水泳,i團球,体操,スケー化
ﾄ,陸上競技,ﾊﾝﾄﾞﾎﾟｰﾙ，
踊球,ﾊﾞｽｹｯﾄポールポク
シングなど国際連盟に復帰

マスメディアとの接近

Ｏ戦後最初のスポーツ放送。
秋Nb所大相撲を両国国技館
から中継(1945年）
O朝日新聞社によるスポーツ
巡回学校(1946年）
Ｏ日刊ｽﾎﾟｰﾂ社創刊(1946
年）
Ｏプロ野球初のナイター
(1948年）
Ｏ麟売新聞社による日本ス
ﾎﾟｰﾂ賞を設定(1951年）

憩技会の開始

Ｏ大相撲復活(1945年）
Ｏ全日本陸上選手権大会
(1947年）
、Ｏﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの全日本選手
梅大会開臘1947年）
Ｏ全日本柔道選手権大会
(1947年）

（ レジャースポーツのスタート

Ｏ青山に最初のポウリン
グ場開業(1952年）

民主主義的人間の育成

０１麺堕宣ｪ[生2畳趣宣1:民主国家の
建設へ民主的人間の形成が重視され，
社会性(民主的な生活態度)0,発達目
標に関心が同Iﾅられた．
OZ刈力軽験主鐘の亜入:ア刈力の
経験主義教育の影響から子どもの日
常の運動生活と体育科との関連が強
翻され,ﾚｸﾚｰｼｮﾝを日常生活へ取
り入れることを目指す生活体育鹸が11Ｉ
想され,子どもの運動生活の充実と合
理化が目指された.体育科の独自性
は､発達の｢手段｣として用いられる運
動にある．
。[運動'二よる教寅｣:身体的発達目標
は消極的に受Iﾅ止められ,体育概念も
｢身体の教育｣(戦前)から『運動による
教育｣(戦前)へと転換された．
０部活動:自由研究としての位置づけ

1947年学習指導要項,1947年学習要
領,1953年学習指導要領改訂 1平均世帯人数:497人

i特殊出生率３３麺
1高齢化率:49船
i世帯単独(３４恥廟3族(365
|(59.6船）
Ｌ－－－－－－－－－－－－－＿

船 噸

戦後復興期であるこの時期は，
生活水準を回復させることで精一
杯であった.しかし朝鮮戦争特需
などによって経済が上向くと戦争
によって制限されていた国民のス
ﾎﾟｰﾂ活動は次第にその勢いを

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｊ

､【り辰t,た.圏全$村ﾆｽﾎﾟｰﾂ･し
ｼﾞｬｰが浸透するまでにはまだ時

鵬騨空露lii種11綴
まり．
送に

ポーッ故
その

他,ﾚｼﾞｬｰｽﾎﾟｰﾂのさきがIﾅと
なるボウリング増が建設されたり．
ﾊﾟﾁﾝｺ･競輪がﾌﾞｰﾑとなるなど
生活へｽﾎﾟｰﾂが浸透するｽﾀｰ
卜の時期であった．

夕

閑９１

制度･組織の完備

Ｏ体育指導委員制度(1957
年）
Ｏｽﾎﾟｰﾂｉｉｉ輿審騒会〈1957
年）

－０国民体育デヨ1958年〉
Ｏスポーツ援輿法制定(1961
年）
Ｏスポーツ少年団結成(1962
･年）

施設整備

Ｏ国立鼓技場完成〈1958年）
Ｏ駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園･国立屋
内総合競技場完成(1964年）

国民の体力向上

Ｏ青少年ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄの全国
実施を発表(1964年）
Ｏ体力つくり国民会蟻の結成
(1965年）

「
ラーテレビの普及によ
見るｽﾎﾟｰﾂの隆盛 `｝

Ｏプロ野球ﾅｲﾀｰで初の力
ラー中継(1959年）
Ｏ大相撲初のｶﾗｰ中継
(1961年）
Ｏプロレス(力道山)ﾌﾞーム

ﾚｼﾞｬｰｽﾎﾟｰﾂの浸
ヨビ

Ｏゴルフ,スキー,登山
人口の急増

ｼﾝﾎﾞﾘｯｸな日本の
スポーツカヘの同飼

Ｏバレーz１$－ﾙGE洋の
魔女),体操，ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ
の世界制覇

動能力･運動技能の習得
<教科主麓＞

O磁能的目糎｣｢体力づくりの｣強
週
宵

ら学校教
日本選手

の基礎体力低下をめぐる問題･東京
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸの誘致と選手強化体制
作りなど．

O麺蛙蕊:子どもたちの｢基礎学力
の低下｣が問題となり,教育界全体
がそれまでの児童中心･生活中心の
教育から「客観的な文化や科学0,体
系の重視へ転換していった．
Ｏ要領の国家｢基準｣化:それまでは
｢教師の手引書｣｢参考書｣であったも
のが法的拘束力をもつようになった．

1958年学習指導要領改訂

高度経済成長期へと向かう好景気
の中,三種の神器やﾏｲｶｰが人気
となり人々の生活もlMi市化していつ

た.生活の合理化と都市化は余暇時
間の延長を促し,プロレス･野球･大
相撲観戦などの庶民娯楽が芽生え
た.さらにｵﾘﾝﾋﾟｯｸを契機にパ
ﾚｰﾎﾟｰﾙや他のｽﾎﾟｰﾂへと拡大
した.また,ゴルフ･スキー人口が急
増した時期でもある.しかし,このよう

の浸透は，
ており,地

方の農山村地域までは及んでいな
かつた.さらに,地方から都市への若
者の人口移動は，
活とスポーツを結
左．

都市生
ととなっ
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日本の力を示す徹底した
鐘技力の向上

Ｏ国立鐘技場トレーニングセン
ター開設(1966年）
Ｏメキシコオリンピックで史上
最大のメダル獲得数(1968年）
Ｏｵﾚ1麗オリンピック開催(1972）

施設拡充

Ｏオリンピック記念青少年総合
センター開設(196日）
Ｏ日常生活圏域の公共社会体
宵･スポーツ施設R剛i新7カ年
計画発表(1973年）

スポーツ人ロの拡大

､Ｏスキー列車運行(1969年）
Ｏ全国家庭婦人バレーボール
大会開催(1幻０年）
Ｏ全国初の障害者専用スポー
ツ施設オープン(大阪,1974年）

職坦スポーツの流行

Ｏ日本労働者スポーツ協
会発足(禍開年）

メディアスアトツの隆盛

Ｏ巨人(王･長島),相換(大
閉)人気

Ｏ｢ｻｲﾝはV｣人気

（ 体力の向上

ＯＬ身体のi体育｣&高度経済成長に伴
う生活様式の激変による健康生活へ
の揖威｡特に遊戯班刈uの悪化､受験
戦争の弊害による青少年の体力低
下へが問題となり,体力づくりの関心
が高まる.その結果,学校体育にお
ける基礎体力や運動技能の養成に
期待が寄せられた．
Ｏ体力鯰＝教科鐘:基礎的な運動能
力と運動技能を直接対応するものと
考え,運動量を砿保するためだけの
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの｡§うな櫛Ⅱ上が流行する
ことになった.業間体操.全校体育、
体力テスト．
０部活動:要領に表記が無くなり`代
わって必修｢クラブ活動｣教育課程内
に位置づけられた.一方,1971年に
は部活動指導に対して｢教員特殊粟
鰯手当て｣支給されるようになった．．

1968年学習指導要領改釘

オリンピック契樫`いさなぎ契機
により生活の都市化がますます浸
透した;農村から都市への人ﾛ移
動だけでなく,農村の生活も都市
化していった.新三種の神器の認
行や新幹線･高速道路開通などに
代表されるように.物質豊かさや合

人間関係や糟神的豊かさは希薄
子ども
も問題

５兜１

日本体育協会の勢力､拡大

ｏ日本体育憾会の公麗スポー
ツ指導者制度制定(1977年）
Ｏアマチュア委具会､｢冠大会」
を事実上承認(1981年）
Ｏｵﾘﾝﾋﾟｯｸキャンペーン事
業｢ガンバレ1ニッポン)開始
(1982年）

地方行政レペルでの振興

Ｏ社会教育主事(スポーツ担
当X1975年）
Ｏスポーツによる地域活性化
(ｺﾐｭﾆﾃｨ･スポーツ勘

｛ 健康スポーツ導入期

Ｏジョギング,ウォーキン
グ,ダンスブーム
｡｢ランナーズ｣翻刊(1976
年）

スポーツの多様化

Ｏ高齢者スポーツ(ゲート
ポールなど)の流行
Ｏスポーツウェアのｶジュァ
ル化

大型レジャースポーツ流行

Ｏゴルフ増スキー増建設ﾗッ
シユ

楽しい体育

０１スポーツ権｣の確立:脱エ柔化社
会における生活の質の重視.スポー
ツが人々の生活に不可欠な運動文
化としてZ忍知.スポーツ･ﾌｫｱ･オー
ル運動

O嚢しき重視:｢体力づくり｣の体育
は､子どもたちに好まれなかった． 運
動を手段としてだけではなく,目的と.
して位置づけ,運動それ自体の教育
的価値を承浬するようになった．
0重鉦hﾖH凰度の育成:｢生涯スポー
ツ｣の萌芽.しかし体力づくりや社会
性の発達目橿も並行して重視．
０部活動．:全国大会等の回数や規模
の基準が示さる.引率指導業務の根
楓．

1977年学習指i鍬要領改in「

高度経済成長期の後,ドルショッ

ｸや石油ｼｮｯｸに相次いで見舞わ
れ「人々の生活も不安定となった．
人々は生活の質を重視するように
なり,健康やカルチャーブームが起
こった.気軽なスポーツが生活の中
に浸透し始めスポーツの多様化が
進んだ．

噸２

財源確保

Ｏｺﾐﾎﾟｰﾂ振興基金q991年）
Ｏ日本体育協会,プロ登録や
■[金獲得も可能とする新しい
《スポーツ憲章》を承麗(1986
年）

国際競技力の復活

Ｏｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾒﾀﾞﾘｽﾋﾄへの報
奨金(1992年）
Ｏ文部省プロスポーツ官新設
(1991年）

地方財政の緊篭による施策の転換

Ｏ教室･イペントの削減
Ｏﾎﾟﾗﾝｨｱ依存

スポーツ振興基本計画

健康スポーツ隆盛期

.Ｏ勤め帰りにﾌｨｯﾄﾈｽクラ
ブなどで汗を流すサラリーマ
ンやＯＬ､年1億人を突破
(1991年）
○健康スポーツ番組４０流行

{大型レジャースポーツ施設建設
Ｏ｢シーガイヤ｣オープン
(1993年）

Ｏ多目的スポーツ施設(千葉
マリンスタジアム｣オープン
(1990年）

楽しい個人スポーツの流行

Ｏグランドゴルフの流行
Ｏニュースポーツの流行
Ｏゲームセンターのスポー
ツ化

rT5癖享香爾蔬雨可

生涯スポーツへの志向

○｢生涯スポーツ｣への志向強化:７７
年と基本的には同じ.「運動に親しむ
こと｣と『健康･体力の向上｣が具体的
目標となる．
○部活動:再び部活動が取り上Ifら
れ,特別活動の｢クラブ活動』を｢部活
助｣によって代替できることとした.教
育騨程絹成上の弾力的運用を認め
た．

生涯スポーツの具現化

Ｏ｢運動の学び方l重視:運動に対す
る意欲･態度翻心の養成．
○生きる力:心と体の一体化＝身体
の教育の萌芽
Ｏゆとりある生活:教科の時間数削
減

Ｏ鰯f甜力:必要性や教育的価I圃力f認
められてきた一方で,少子化.顧問
教輸の位置づけの不明確さなどのよ
り問題が複雑化.地域の教育力を
巡って,総合型やスポーツ少年団と
のせぬぎ合L､．

総合型地域スポーツクラプ

1998年学習指導要領改訂

全体的には不況期が続いたもの
の,平成(バブル別ｔ気の時期を中
心にテーマパーク・

股建設が相次ぎ,；澱;i､；
－施

ジャーが拡大した.このような快適
性,健康性，
行動はｽポ｣鍵li蕊灘

消費
大

型レジャースポーツ施設や商業ス
ポーツｸﾗﾌﾞが数多く開設された．
スポーツの多様化･大衆化はます
ます進展し,ニュースポーツや償Q庫
スポーツが流行した.これらのス
ポーソ活動にはN2ijMi2j｢例Ｉ単」
｢楽しみ｣などの共通した特徴が見
られる．



戦後の復興期にあたる１９４５年から１９５５年の期間は，生活水準を回復させると同時に

将来に向け生活意欲を高めることが重要であった．体育・スポーツに関する政策ではこれ

からの方向性が示され，それを推進，実行するための母体(競技団体等)が次々と設立され

た時代である．物質的に恵まれていなかったためスポーツ用具の給付がなされるなど上か

らの振興策が中心であったが，朝鮮戦争特需などによって経済が上向くと〆戦争によって

制限されていた国民のスポーツ活動は次第にその勢いを取り戻した．新聞やラジオによる

スポーツ報道に関心が集まり，街頭テレビによるスポーツ放送にも人だかりができた．そ

の他，レジャースポーツのさきがけとなるボウリング場が建設されたり，パチンコ・競輪

がブームとなるなど生活へスポーツが浸透するスタートの時期でもあった〆競技スポーツ

においては，各競技団体が国際舞台へ復帰し全国レベルの大会が開催されるなどそれまで

の国家主義:的スポーツから民間レベルでの活動へと脱却していった．学校教育でも，民民

主主義的人間の育成が目標とされ，体育においてはそれまでの精神や身体の鍛錬から「新

体育」「生活体育」へと変化した．具体的には，アメリカの経験主義教育の影響から子ど

もの日常の運動生活と体育科との関連が強調され，レクレーションを日常生活へ取り入れ

ることを目指す生活体育論が構想され，子どもの運動生活の充実と合理化が目指された．

また，身体的発達目標は消極的に受け止められ，体育概念も「身体の教育」（戦前)から「運

動による教育」（戦前)へと転換された．なお，当時の運動部活動は自由研究としての位置

づけになっていた．

１９５６年から１９６５年の期間は，１９６４年開催のの東京オリンピックにむけ体育・スポー

ツ政策が積極的に展開された時期であるゲオリンピックの開催はγ国内的には敗戦による

精神的なダメージの完全なる払拭と国外に対しては戦後曰本の国力のアピールの絶好の

機会となった．そのため，政府は積極的に体育・スポーツに関する制度・組織を整え，施

設整備に巨額を費やした．また，一方でオリンピックは高度経済成長の一つの契機となり

「三種の神器」や「マイカー」のブームが起こった．このような経済の発展は，人々の生

活を都市化・合理化し，余暇時間の延長をもたらした．そのような中，マスメディアの拡

大戦略の重要なコンテンツであったスポーツ(プロレスｑ野球・大相撲観戦など)は鉦新た

な余暇時間の庶民娯楽としての地位を築いていった．また，自動車の普及はスポーツエリ

アの拡大をもたらし，郊外でのゴルフ・スキー人口の急増をもたらした．しかし，このよ

うな近代スポーツの生活への浸透は，あくまでも都市を中心としており，地方の農山村地

域までは及んでいなかった．さらに，地方から都市への若者の人口移動は，農山村地域の

過疎化をもたらすだけでなく，職場スポーツが流行するなど都市生活とスポーツを結びつ

けることとなった．当時の学校教育は，子どもたちの「基礎学力の低下」が問題となり，

それまでの児童中心・生活中心の教育から，客観的な文化や科学の体系の重視へ転換して

いったため，学校体育においても基礎運動能力及び運動技能を教科特性として位置づけそ

の向上を目標とした．特に，オリンピックを控えているという事情もあり，競技スポーツ

の世界から学校教育のあり方への強い要請があり，基礎体力の向上が中心となっていった．

高度経済成長期にあたる１９６６年から１９７５年では，社会全体が発展ｃ拡大への傾倒期

であり，体育・スポーツの世界でも日本の力を示すため徹底した競技力の向上が図られた．

特に強力な工業モカを背景に，スポーツ環境の整備として大規模施設の拡充が行われた．こ
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のような中，生活の都市化はますます浸透し，農村から都市への人口移動だけでなく，農

村の生活も次第に都市化していった．都市的生活様式と密接な関係にある近代スポーツは，

人々の生活に取り入れられスポーツの大衆化時代を迎えたといわれる．しかし，その中心

は都市へ出てきた若者による職場スポーツとカラーテレビの普及による見るスポーツで

あり，地域社会で展開されるような生活スポーツが浸透したわけではなかった．さらに新

三種の神器の流行や新幹線・高速道路開通などに代表されるように，物質的豊かさや合理

性は手に入れることができたが，人間関係や精神的豊かさは希薄になった．このような生

活のあり方はスポーツの行い方にも反映され，次第にスポーツは消費，娯楽の対象として

捉えられるようになった．一方，このような高度経済成長に伴う生活様式の激変による健

康生活への脅威(特に子どもの遊戯環境の悪化、受験戦争の弊害による青少年の体力低下）

が問題となり，学校教育現場では体力づくりの関心が高まった．そＩの結果’学校体育にお

ける基礎体力や運動技能の養成に期待が寄せられ「身体の教育」がその中心となった．し

かし】運動量を確保するためだけのトレーニングのような授業が流行することになり多く

の運動嫌いを出すこととなってしまったといわれる．

高度経済成長期後の１９７６年から１９８５年では，相次いでドルショックや石油ショック

に見舞われ，人々:の生活も不安定となった．不況による国の財政悪化は，官から民へ，中

央から地方へと体育・スポーツ振興の主体が移行するきっかけとなり，日本スポーツ界全

体の商業化と地域スポーツ(地域活性化のためのスポーツ)への注目が集まった．そのよう

な中，人々は生活の質を重視するようになり，健康やカルチャーブームが起こった．これ

らの中心にいたのは，女性と高齢者であり，女性の社会進出と高齢社会への突入はそれに

拍車をかけた．このように一面的には，気軽なスポーツが生活の中に浸透し始めスポーツ

の多様化が進んだといえるが，基本的には，社会の物質化，欲望化への進行には歯止めが

きかず，例えば大型レジャースポーツ施設が次々に建設され，メディアスポーツの発展は

止まるところを知らずスポーツの消費財としての価値はますます大きくなった．この時代

に求められた量から質への転換は，学校体育の中でも，体力・技術から楽しみへとという

形で現れた．脱工業化社会における生活の質の重視は，スポーツが人々の生活に不可欠な

運動文化として認知されるきっかけとなったのである．さらに，それまでの「体力づくり」

の体育は、子どもたちに好まれることなく，運動を手段としてだけではなく目的として位

置づけ，運動それ自体の教育的価値を承認するようになったのである．このような楽しい

体育という新たな流れは，「生涯スポーツ」の萌芽として理解される．

１９８Ｇ年以降も財政の悪化は改善されず，体育・スポーツ界においては財源確保や国際

競技力復活を目指して民間活力が積極的に利用された．しかし，消費文化としてのスポー

ツは相変わらず隆盛を極め，平成(バブル)景気の時期を中心にテーマパーク・大型レジャ

ー施設が相次いで建設された．人々の生活においても，快適性，健康性，快楽性が求めら

れる時代であり，地域住民の間ではニュースポーツや健康スポーツが流行した．これらの

スポーツ活動には「個人化」「簡単」「楽しみ」などの共通した特徴が見られる．地域スポ

ーツ政策においては，先の１０年で強調された地域社会再生のためのスポーツに加え，こ

れらの特徴を踏まえた形で個人をベースにした「生涯スポーツ論」が展開されることとな

った．この「生涯スポーツ」への志向は学校体育でも顕著となり，「運動に親しむこと」
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と「健康･体力の向上」が具体的目標となった鄙

以上のように，ここでは戦後の体育・スポーツの動向をその社会的状況とあわせて跡付

けてきた．このことを踏まえ，次では，現在の地域スポーツ政策の中心課題となっている

総合型の歴史的背景とその問題`性について整理してみたい．
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２．地域スポーツ政策の歴史背景とその問題性

地域社会とスポーツあるいは地域住民のスポーツに関する政策は，戦後間もない時期か

ら行われてきた．しかし，地方自治体において中心的施策として捉えられ始めたのは１９７０

年代からといってよいつまり，高度経済成長にかげりが見え，人々がいわゆる生活の質

の向上に目を向け始めた時期である．もちろんそれ以前にも，地域スポーツ政策がまった

く行なわれてこなかったわけではないが，それは主に用具の配給や施設の整備，指導者の

育成などであり，環境整備と競技力の向上に力点が置かれていた．１９８０年代を中心に広が

った地域社会再生のためのスポーツ政策は「コミュニティ・スポーツ論」を理論的背景と

しつつ，具体的には地域でのスポーツ教室や大会，あるいはクラブづくりが行なわれた．

このコミュニティ・スポーツ論については序章「第２節先行研究の検討」において批判

的検討を加えているので参照されたい鉦結果｡的に，地域社会におけるスポーツ人口の拡大

という成果は得られず(マスメディアによる見るスポーツは隆盛を極めるが)，また，スポ

ーツ活動が地域社会の再生・再編に寄与したという実践的な報告はほとんどなされること

がなかった．このような地域スポーツ政策の行き詰まりの中，「生涯スポーツ論」への転換

は必然的だったともいえる．地域社会への志向性がますます薄れる中，現代社会の生活様

式・価値を反映した運動・スポーツの行ない方(個人化，健康志向，楽しみ志向)を理論化

したものが生涯スポーツ論なのである．そして，その実践の場として想定されたものが総

合型である．しかし，実際には運動・スポーツ実践を個人の領域や楽しみとして強調する

ことは公共性を欠くことになり政策的意義を失いかねjtRいため，従来のコミュニティ・ス

ポーツ論で主張された地域社会再生・再編や地域の教育力などを盛り込むという矛盾を抱

えることとなったのである．つまり，流動化した現代社会の生活構造の特徴である私化に

同調することで，地域住民の運動・スポーツ実践の拡大を目指す一方，逆に運動・スポー

ツ実践を通して，私化に歯止めをかけ地域社会への志向性(公共化)を育てるという困難な

課題を背負わされているのである．さらにもう一つ，このこととは別の角度からも総合型

の問題点が指摘される．それは総合型の出自の問題である．理念的には地域住民の豊かな

運動ｄスポーツ実践の場の創設として出てきたものであるが，実際には，一連の行財政改

革による予算削減の影響が大きかったことも事実である．施設や教室・大会などの開催に

必要な予算が削減され，自主運営・自主財源を基本とする運動・スポーツ組織の育成によ

り，これまで行政が行ってきたサービスの肩代わりが期待されたのである．したがって，

地域住民が自主的に運営し活動するクラブでありながら，育成段階で多額の補助金や行政

担当者の支援を受けており，政策色の強さを拭い去ることが困難な状況にある．

以上のように地域スポーツという概念(政策)は，歴史的には高度経済成長以後の地域社

会再生のための道具としての位置づけに加え，近年の行財政改革の流れの中で地域住民の

主体的個人的活動という意味が付与されてきた．その結果，ここで明らかにしたように，

現在の地域スポーツ政策ﾐの中心である総合型の育成は，地域住民の私的領域としての運

動･スポーツ実践を公的課題の解決に利用しようとする矛盾を含むこととなった．さらに，

総合型が重要な政策課題とされながらも，地域住民にはその必要性が実感されず，必ずし

も生活課題としては認知されていないという問題が生じているず
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第３節地域スポーツ政策の事例的検討

～総合型地域スポーツクラブの育成過程に着目して～

1．問題意識

前節において，戦後の体育・スポーツの全体的な動向を跡付けることで，現在の地域ス

ポーツ政策における中心的課題である総合型の育成の歴史的背景とその問題性について検

討した．ここでは，それらの問題性を含みながらもいかにして総合型が自明のもとして育

成されていくかということを検討する．特に，行政依存的な地域スポーツ振興策から，住

民の主体的な取り組みを基本とする政策への転換が，実際にそのような意味で展開されて

いくのかということに問題を焦点化する．このことにより，今後の地域スポーツ政策のあ

り方を検討する上での重要な示唆がられるものと考える．

具体的な検討に入る前にｙ再度，総合型の問題性について，スポーツと共同性という視

点から整理しておく．前節で指摘したように，総合型の最大の問題性は，コミュニティ・

スポーツ政策では達成されなかった地域社会における共同性の回復という使命を背負わさ

れた点にある．現代社会における運動・スポーツは，個人的(私的)な楽しみや健康のため

の活動としての傾向をますます強めている．そのため行政は運動・スポーツの振興＝量的

拡大という政策課題に対して，このような傾向に同調することで地域住民の運動・スポー

ツ実践者の拡大を目指すことになった．しかし，一方，地域社会では人々の共同性がます

ます希薄化していったため，行政は運動・スポーツによる地域社会の共同性の回復を期待

することとなたった．このことが結果的には，総合型に対して公共的であるという幻想的

な社会的意味付けを付与することになったと考えられる．

では，そもそもなぜ運動・スポーツにはそのような機能があると認識されてきたのであ

ろうか.これには日本における近代スポーツの成立過程が大きく影響していると思われる．

鈴木広(1986)が指摘するように，日本のスポーツの起源は，ムラ社会における祭礼を中心

とする共同体の行事に基本的な部分を負っている．つまり，その行事を維持した共同性の

感覚が現代のスポーツ感覚にとっても枠組みとなっている．さらに，このスポーツにおけ

る共同性の感覚は，運動会や部活動などの学校教育によって再生産・強化されているので

ある．しかし，現代社会における個人化(私化)の傾向はますます強まるばかりであり，運

動・スポーツの行ない方においてもそれが大きな流れとなっている．言い換えれば，現代

社会では，個人の内面においても，また社会的な認識においてもスポーツの共同性と個人

化という相反するものが同時進行しているということであろう．そして，このことを象徴

的に表しているのが総合型であるといえる．

ところが，総合型の問題はここに述べてきたような内在的なことだけにとどまらず，そ

のような問題性を認識しないまま，政策的にしかも強烈に育成が推し進められていること

にある．総合型の育成は１９９５年の文部省(現文科省)の補助事業としてスタートし，２０００

年の「スポーツ振興基本計画」の策定を経て，２０１０年度までに全国の各市町村に少なくと

も一つは育成するという“数値目標，，にむけて，急速に展開されているのである．熊本県

においても２００６年現在３０以上の総合型が活動・準備中となっている～そこでここでは育

成過程にある総合型を事例として取り上げることによって，どのようにして問題性が処理

ざれ育成されていくかを現実に即して理解したいと考える．

2８



この総合型に関する研究について，伊藤・山ロ(2001)は，それらを五つに類型化した上

で，これまでは，総合型の設立．育成のメリット，理想，予測に関する研究がほどんどで

あり，育成する際の課題を提示しているものは少ないと指摘している．このような育成過

程に着目した研究としては，例えば，作野(2000)は，クラブの組織化を運動過程として捉

える視点を採用し，住民主導型のクラブ(先進の総合型)と行政主導型のクラブ(従来のクラ

ブ連合事業)を類型論的に比較検討し，クラブ組織の形成過程モデルを提示している.また，

大橋ほか(2..3)は，先進の総合型（ふくのスポーツクラブ)を事例に，資料収集およびイン

タビュー調査を通して，その設立過程を記録し特徴について分析している.

このように，育成モデル事業開始から約’ｏ年が経過した現在，クラブ設立・育成のメ

リット，理想，予測に関する研究に加え，育成過程に着目した課題発見的な研究も散見さ

れるようになった．しかし，これまでの研究では，育成に関する政策的背景注')のもと〆あ

くまでも設立を前提とした議論がほとんどであった。それは，新たなスポーツ組織注2)とし

ての総合型の設立を自明のものとして捉えることにより，育成に関わる人々の主体的な実

践や相互作用については等閑視される傾向にあったといえる．そこでここでは，総合型の

育成過程に着目し，そこに関わる人々のどのような実践を通して，総合型が当該地域注3）

に構築されていくのかを記述し，解読することとした．このことにより，前述したような

総合型に内在する問題性についての実証的認識を提供することが可能になると考えたから

である．

ところで，本節では総合型の育成過程の中でも，特に，育成のための会議およびそこで

繰り広げられる会話を分析対象とすることとした．その理由は，会議という場面は,「組織

や制度を生きるひとぴとの実践」（好井,1999a)がより鮮明となる制度的状況であると考え

るからである注4l特に，総合型という地域スポーツ政策(制度)と主体としての地域住民の

出会う場面において，彼らがそこ(総合型を育成する会議)にいる「場面や状況をく意味あ

るもの＞として互いに認知し表示しあうのに，その場そのときに用いている『方法』を記

述すること」（好井，1998)を意図した.また，このように，会話に着目する理由は，「日常

生活全般の解読・解体．再編を目指すとすれば，“会話すること,'の自明性は，それ自体き

わめて意味ある探求対象となる」（好井，1999b，ｐ53)からである．つまり，総合型の育成

の会議における会話の中には，総合型の設立を自明なものとして根底から支える秩序現象

が潜んでいると考えるからである.

以上のように，本節では，総合型の育成過程に着目し，育成のための会議における参与

観察および会話データの分析を通して，総合型の育成を自明なものとしていくひとぴとの

方法を明らかにすることを目的とした．

2．方法

1）研究の視点

本節では，総合型あるいはその育成過程を，「自明性の領域に沈む込み，しかし確実にエ

ネルギーを蓄え，私たちの日常を支配しようとする微細な差別現象」注5)(好井，199gh

plm)として捉え直すことによって，自明なものとして押し進められている育成のメカニ

ズムを明らかにすることを意図している．
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「批判的エスノメソドロジー」注6)の提唱者である好井は，構築主義における「社会問題

の社会学」特に「社会問題のワーク」注7)には，エスノメソドロジーの影響が色濃く見られ

るという・彼は，構築主義における「社会問題の社会学」を，伝統的な「社会問題の社会

学」とは対照的であるとして，その可能性について「『問題』の存在を前提とし『Why」

のみを間うていくよりもソ問題が『問題』としてつくりあげられていく様相の『How』そ

れ自体からていねいに見つめていく」ことにあるとしている．そして「社会問題の『構築」

をめぐるひとぴとの『方法』を詳細に見るという作業は，優れてエスノメソドロジー的な

のではないだろうか」（好井，１９９９b，pl26)と指摘している．

一方，構築主義の立場から中河(1ggg)は，社会問題の構築主義は，コミュニケーション

的行為に研究の焦点を移したという意味で，レイペリング理論の延長線上にあるという．

そして，レイペリング理論の主唱者でlibったキッセが，レイベリング論者の多くが陥った

落とし穴注8)に落ちないような研究プログラムを，エスノメソドロジーの側からのクリテイ

ークを参考にしながら，社会問題の社会学の場で改めて設定したところにその出発点があ

るという．この「社会問題の社会学」の分析対象と調査法は，「(1)一続きのくこニーいま

＞の切片(スライス)の中で問題をめぐる語りを会話分析や言説分析の手法に倣って解析す

る.(2)問題に関わる特定の制度的場面をエスノグラフイ－(民族誌)の方法で調査する．（３）

特定の問題とその解決をめぐる複数の場面を横断する問題過程をスペクターとキッセ流の

やり方で追跡する.(4)社会問題をめぐる集合表象の歴史を言説史のアプローチに依拠して

調べる」（中河，1999,ｐ40)の４つに分類される．このなかで，最近特に目立った動きと

して，(2)に軸足を置いた「社会問題のワーク」があり．エマーソンらのエスノメソドロジ

ーの流れを汲むエスノグラファーに依って豊富な肉付けが施されてきた領域であるとされ

ている．

このような，エスノメソドロジーと構築主義の双方からの接近が見られる中性,)，本節で

は，好井らの提唱する「批判的エスノメソドロジー」を認識論的な前提とし，構築主義に

よる「社会問題の社会学｣，特に，前述の(1)及び(2)の立場から，地域スポーツにおける総

合型を捉え直すこととした注10)．それは，このような構築主義的立場に立つことで，総合

型に関する次のような問いが立てうるのではないかと考えたからである．例えば，総合型

がどのようなものとして提示され「地元のコンセンサス」を構築するのにどんな手法が用

いられたか，それに対して，だれがどのような理由を挙げてどんな方法で反対の意見表明

をしたのか，育成を進めるためにどんなイメージやレトリックが使われたのか，育成が進

む中で，様々な分野の専門家たちの意見や判断はどんな役回りを演じたか，などである．

2）データの収集および分析方法

データの収集は,参与観察およびビデオ撮影を通して行った.収録された会話データは，

後日，文字データとして書き起こした．フィールドノーツの作成では，エマーソンら(1998）

のエスノグラフィックな手法を参照した上で，会議の様相を記述したスケッチと，会話デ

ータである発言内容とに明確に区別して記述した．その際，浮上した疑〔問や解釈などをＦ同

時進行的なメモ」として書き留めた．収録された会話データは，延べ２０８３名分の発言で

あった．なお，調査にあたっては，調査対象地区の行政担当者を通して，会議への参与観
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察およびビデオ撮影について承諾を得た注'1)．

作成されたフィールドノーツの一部を表1-2-1に示す．

表1-2-1フィールドノーツの一部(平成１５年９月４日）

頷匝 尹咳頷或＄シｐ■Ｆ■魚蛍小軍｣ご尹咳よ■ユ宝一蓉草訊由一宍民再訊■岸局＝巴■凡‐よ臣匁皖父玩ぶ茂み軍Ｆ亟鉤戊一､￣囚亟負成狽圦角凡品戊■配狽臣引公丸尾一Ａ茂共免角危一ぶゆ碩回弓￣ぶげタツ頷亟ユ匝尹"Ｐジハ■ハワ虫玩ぶ凡ｎｍ頷亟興亟父医幻広魚玩ぶ亜ａ串一角魚或ぷば生月魚ジ匁臣一成ＡｍＦ■ぶゑRぴぢ一よぶぶりら､■八戊枳■F、二反矢伐訊豈二氏､α小瓦再宍戊尖

９－４＿？１

フィールドノーツの分析では，会話データの分析を中心に行い，参与観察で得られたデ

ータ(スケッチ)については補足的な資料として参照することとした．会話データの分析作

業では，質的データの分析上のテクニックとして，グラウンデッド・セオヅー・アプロー

チによるコーディング法を採用し，仮説的な説明概念としてのカテゴリーを生成した．さ

らに，それらのカテゴリー間を包摂する概念をコア・カテゴリーとして位置づiﾅた．また，

すべてのカテゴリーがデータに適合しているか，再度データに立ち戻り，批判的検討を行

った．グラウンデッド･セオリー・アプローチとは，「データの解釈から説明概念を生成し，

そうした概念間の関係から人間行動について－つのまとまりのある説明図を理論として提

示する」（木下，2003)ものである．エマーソンらによるエスノグラフィックな手法におい

ても，フィールドノーツを加工する際の分析上のテクニックとして用いられている注'2）

具体的には，木下(2003)にしたがい，以下の手続きを経てカテゴリーを生成した．まず，

エマーソンら(1998)を参考にフィールドノーツを作成する「次に，注意深くかつ子細にフ

ィールドノーツを読む一方で，総合型の育成に関する一続きの会話データ(やり取り)に着

目し，それにふさわしいラベルとなるような言葉や語句を書き留める(オープン・コーディ

ング)．さらに，総合型の育成を進めるための地元のコンセンサス作りなどの分析的関心の

もと，オープン・コーディングされた概念ﾐ間の関係に着目し”それらを説明するカテゴリ

ーを生成する(焦点をしぼったコーディング)．

以上のような会話データの分析を行った後，再度，フィールドノーツに立ち戻りシ総合

型の育成に絡み，どのようにしてコア・カテゴリーが立ち現れてくるのか検討した．そこ

では，構築主義における「言説(レトリック)分析」注13)に倣って，会議に参加しているひと

びとのクレイム(主張や要請，要求など)の応酬などに利用される「資源」を視点として考

察を行った．

3）調査期間

平成１５年４月９日～平成１５年１１月６日
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4）調査対象

①桐生市及びＡ地区について

対象とする地域は，群馬県桐生市Ａ地区である．桐生市は，関東平野の北部に位置し，

古くから織物産地として栄えた地方都市である．平成１３年度国勢調査によると，人口

117,366人(男56,609人，女60,727人)で，高齢化率が21.68％となっている．Ａ地区は，

桐生市の西南部にあり，人口は25,802人(男12,275人，女13,227人)で桐生市全体の約

22％を占めている．

平成５年４月１２日に「桐生市におけるスポーツ振興のマスタープラン」を制定し，市

民体育館や市民球場などの大型施設のほか，公園やテニスコートが整備されている．Ａ地

区にはこれらの大型体育施設のほとんどが集中している．

②Ａ地区総合型地域スポーツクラブ設立研究委員会

具体的な調査対象となるのは｢Ａ地区総合型地域スポーツクラブ設立研究委員会｣(以下，

研究会)である．ここでは，研究会の中心的メンバー，研究会立ち上げまでの経緯，研究会

の概要について報告する．

まず，いわゆる総合型の育成におけるキーパーソン的存在であるＨＴについてである．

彼は，桐生市体育指導委員会会長を務めるほか，Ａ地区の体育協会副会長，Ａ地区学校開

放運営委員会会長等を務めている．職業は有限会社の代表取締役で，現在５７歳である．

スポーツ少年団でラグビーの指導や桐生市のラグビー協会会長等を務める．次にＨＴのサ

ポート的存在であり，研究会の事務局長を務めるＨＲである．彼もスポーツ少年団でサッ

カーの監督を２０年以上続けており，これまでＡ地区の子どもたちのスポーツ活動を支え

てきた人物である．現在，桐生市役所勤務の５３歳である．最後にＫＫであるが，彼はＨＲ

同様２０年以上のスポーツ少年団(バスケットボール)の指導歴がある．ＨＴと同じくＡ地区

の体育協会副会長を務める５７歳の歯科医師である．以上の３名が研究会の中心的人物で

あるが，このほか，会の途中で出席しなくなったり，新たに加わった者も含めると総数１９

名が参加したことになる．主な出席者は,ＨＫ(小学校教員，ミニバスケットボール指導者)，

Ｋｗ(元公民館長)，ＫＴ（公民館主査）ｏ(桐生市教育委員会担当者)，ＭＭ(体育指導委員)，

ＫＲ（Ａ中PTA)，ＫＳ(Ｍ小PTA)，ＴＫ(Ａ小PTA)，ＳＭ(現公民館長)，ＫＢ(桐生市体育協会

役員，スポーツプログラマー)らである注'4)．

ＨＴは，当初から個人的に総合型に関心を持ち，近県のクラブの視察にも出かけたこと

があり，Ａ地区の区長や地域の人々に対して，積極的に総合型の理念や必要性について話

を持ちかけていた．平成１４年７月１５日には，ＨＴとＫＷの呼びかけにより，総合型の育

成のための勉強会が開催された．出席者はＡ地区の区長，体協役員，教員，PTA，体育指

導委員等で，育成に関する講演と意見交換が行われた．その結果，Ａ地区で総合型の育成

が可能かどうかを検討する勉強会を数回開催し，これからの方向性を検討することとなっ

た．３度の勉強会のあと，そのメンバーを中心にＡ地区における総合型の「設立研究委

員会」が立ち上げられた．平成１５年の４月より「設立研究委員会」は活動を始め，９月

に名称を「設立準備実行委員会」とし，現在(平成１７年度)も活動中である～調査期間中に

「設立研究委員会」（研究会)が１１回，「設立準備実行委員会」（実行委員会)が３回の計１４

回開催された．主な流れは表1-2-2の通りである＿
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調査対象とした会議の概要表

i霧窒臺］
'約２時間１

１約1時間３０分｜

子i鶚…２－
,約１時間３０分’

'約１時間３０分’

'約１時間３０分

約２時間

1-2-2壜
一
驚
縣
應

筋１回実行愛Ｈ１５ｇ４

且会約１時、３０分

第２回実行要Ｈ１５ｇ２４

貝会約２時間

鰯３回実行曇Ｈ１５１１６

且会約１時間３０分

※上記の他に,役貝会や部会(婁艮会の下館n日)として数回の会随が開催され,それら'二ついても可能な限り砂与観察を行っ

た.また.開催期所はすべて公民館であった．

結果3．

フィールドノーツにおける会話データについて，参与観察によるスケッチおよび同時進

行的なメモを参照し，オープン・コーディングを行った．表1-2-3は，会話データ注15)を

オープン・コーディングした例である．データの番号は，日付・発言者・回数の順で記載

しており，「9.12.ＨＴ９」は９月１２日のＨＴの９回目の発言を意味する．このオープン．

コーディングの段階では，会議に関する内在的な分析と，総合型の育成に関する分析の両

方が含まれていた．前者は，会議(研究会)における会話を組織化したり，ある秩序に編成

したりする装置に関わる概念で,例えば｢ＫＲのフォローによるＨＴのリーダ性の出現｣｢ＨＴ

によるメンバーの使い分け」「メンバーの位置づけの組織化(中心と周辺)」などである．後

者は，会話を通して解釈される総合型の育成に関わるやり取りでありプ表1-2-3に示した

ような「保険の利用を通して，公民館と密接な関係を保つ｣，「情報(施設利用状況)の優先

的活用｣，「メンバーの立場活用」などである．その他に，「公民館の抱きこみ」「協力部隊

としての既存クラブの位置づけ」「ｏ(行政担当者)の活用」「メンバーの政治性の担保」など

が抽出された←本節の意図は，Ａ地区においてどのようにして総合型が構築されていくの

かということにあることから，特に後者に焦点化し，オープン・コーディングされた概念

群を「説得」や「交渉｣，「応酬」に関わるカテゴリーとして生成した．このようにして生

成されたカテゴリーは，「公共施設の優先利用」「既存クラブに対する優位性」「公民館の活

用」「メンバーの公的立場の活用」「地域生活者の秩序」の５つであった．さらに，これら

のカテゴリー間の関係を包摂する概念を，コア・カテゴリー「総合型地域スポーツクラブ

の正当性の確保」として位置づけた．

3３

会§９１名 月・臼･時間 主な出席者 騰題(内容）

第１回研究会 Ｈ1５．

約２時間３０分

ＨＴ･ＫＩＧＨＲＫＷｊ(Ｔ､０，KＢ,ＨＫ 先遭クラブの事例報告及び今後の進め方

第２回研究会 Ｈ15.4.14

約２時間

HToKKoHRKW・KT､０.KＢ 既存クラブ対毎の脱明会の打ち合わせ

露３回Ｂｆ究会 Ｈ１５．４２３

約１時間 ３０ラナ

HT,ＨＲ０，ＭＭ.各スポーツクラプ代衷者 既存クラブ対象の醜開会及び意見交換

第４回句f究会 Ｈ15.4.30

約１時間３０分

HTKK･ＨＲｏ・各スポーツクラプ代表者 既存クラブ対象の脱明会及び意見交換

第５回研究会 Ｈ15.5.1

約１時間３０分

HT･KK,HFLO,各スポーツ少年団代褒者 スポーツ少年団対象の脱明会及び意見交換

第６回研究会 Ｈ15.5.6

約１時間３０分

HT･KK,ＨＲＯ､市教委,幼雅園代表鼎Ｍ;【

且,PTA役員

学校関係者への脱明会及び意見交換

第７回研究会 Ｈ15.5.14

約１時間３０分

H戒KにＨＲＫＷ,｡,KS,KR,TＫ 脱明会の結果報僅『及び今後の進め方

第８回研究会 Ｈ15.6.9

約２時間

ＨＴ・ＫＫＨＲＫＷ,０．Ｋs・ＫＲＴＫ,ＭＭ Ａ地区の総合型の理念やプログラムの具体的
検肘

第９回研究会 Ｈ15.0.18

約２時間

HT,ＫＫ,ＨＲＫＷｏＴＫ,ＫＳ,ＯｏＫＲ Ａ地区の総合型の理念やプログラムの具体的

検肘

第１０回研究会 Ｈ15.72

約１時間３０分

HT･KKoHRKWnQKS｡０．Ｋ尺 研究曇艮金報告会の打ち合わせ

第１１回研究会 Ｈ15.7.15

約２時間３０分

HT6KKHRKWJlK,ＭＭ,Ｔ瓜KAKRKSoTK

SMoKToo,区岳と町会長,地区体協,婦人

会簿の地域の団体.小中学校長.各ス

ポーツ少年団代表,県教憂，市教曇,市
体協

研究要只会の報告会(Ａ地区総合蜜地域スポ
－ツクラプの具体的提示）

第１回実行鍵

貝会

Ｈ15.9.4

約１時間３０分

ＨＴｏＫＲＨＲｏＭＭ,KSdTK・ＫＹｏＳＭ,ＫT･KＷ,０，

区長.区体協会長

今後の方向性の検肘及び部会の立ち上げ

第２回実行蟹

貝会

Ｈ1５．９２４

約２時間

HT,ＨＲＫＷ,ＭＭ,０．K頑KS,TＫＫＢ 各部会より今後のスケジュール簿の報告

第３回実行雲

貝会

Ｈ1５．１１．６

約１時間３０分

HT,ＨＲ,ＫＷｏＫＲＭＭ・KS,TK・KY,ＳＭ,K頑０，

区長,区体協会長

各部会報告及び正式設立に向けたスケジュー

ルの検肘



表1-2-3オープン・コーディング

９．１２ＨＴ､1２

「総合型地域スポーツクラブの正当性の確保」（コア・カテゴリー)の背景には，当初）

研究会が置かれた以下のような状況が存在していると推察される．研究会のメンバーは〆

彼らの社会的立場(体協役員，体育指導委員，ＰＴＡ役員等)と総合型の社会的意義に関する

言説への受身的理解のもと，会議の場に参加し，地域の人々へ協力を求めようとする．つ

まり，彼らの背景にあるのは，活動を通して主体的に創り上げられた理念ではなく，また，

研究会の内部で本質的な合意が形成されたわけでもなかった．したがって，彼らの総合型

に関する言説は，自分にとって，またお互いにとってどんな意味を持つのかを公然と表明

するだけでなく，同時に，研究会における彼らの権禾Uや義務をも特定していたと考えられ

る(グブリアム，1997)．そのような中，前述した５つのカテゴリーが彼らのやり取りの中

で立ち現れることによって，「総合型地域スポーツクラブの正当性の確保」が達成されつつ

あることが明らかになった．以下，各カテゴリーについて，それらを生成する会話データ

をもとに説明する．

1）公共施設の優先利用

データ１は，第１回目の研究会における桐生市総合体育館の使用についてのやり取りで

3４

データNa 会鱈内容 オープン･コーディング

9.12.HT,９

9.12.ＨＲ５

9.12H記1０

9.12ｓＭ､１

９．１２HTL11

9.12ＫT２

9.12ＨＴ､1２

9.12KT､３

9.12ＨＴ､1３

だからそういう風な形で,飽長これ是非ｵ３．

本当は自由に子BGが好奮なように.というのが理想なんでしょうけどね．

公民館の方でも.この行事の予算とってもらって.進めてもらって．

公民函の事栗ということで.鴎座ということでれ、

悪君lまわｵLわれでやりますから．

ちょっと補足でいいですか.この参加矢の300円というのがあるんですけども,これ保険
科で1人２０円ってこの間お鱈しましたIﾅれども,あれを公国&掴としても全遭Bの公民館でス
ポーツ0R険みたいなのをかけているらしいんです.それなので.それを聞いたら､ダブっ
てかIﾅても厨i方から出るらしいんですけど,あえてかける必要もないかなっていうこともあ
るので.とりあえずとっておいた方が良lﾅれば300円会鋪酋う方に使えるので.

なるほどね.じゃそうしましょう.公民烟行事でなんか事故があった坦合にはその保険が
便えるっていうことですよね．

そうです.公民函が主催なら便えるっていう霞で．

じゃ１１月はそれでＯＫですね．

保険の利用を通して,公

民館との密接な関係を保
つ．

9.12.KＷＣ

9.12HT､1４

9.12KT､５

9.12HT､1５

9612KT､６

ａｌ２ＨＴ､1６

9.12ＳＭｏ２

９．１２KT､７

１２月からは糧めですね．

１２月からは今度は実行雲且金が主侭で１２月１月とこういうような行事をちょっとやって

みようかなと.１２月は会俎が天沼小学校で.時間は二ｵLでいいのかな？１８ツジポールま．
だ入っているのかな．

１２月のlまだってまだ予定が出来てないんですもん．

だから趣に先に押えてしまえばいいわIﾅだ．

そうですね.そこのところは。○さんにも賃われたんですけど,学校開放の代表ですよ
ね.それで学校８９故'二スポーツケラプとして申鯖するわけですよね？それも代表がＨＴさ
んなので.そこのところを今日煮踏めてきてくれって窟われました.申鯖をしてもらうにあ
たり ｡

スボーツクラプとしてか.スボーツケラブの關代表は区長でいいんじゃない？

名前を同じでも団体が題うからいいんじゃない？

それも先に押える必要のあるものなのかないのかどういう風にしていいのか担当がわか
らないらしいので,ＨＴさんが先'二押えろって言えば押えちゃうらしいんですよ(笑い).そう
いう賭です．

情報(施股利用状況)の優

先的活用

メンバーの立場活用

データ１：平成１５年４月９日

ＨＲ:例えI誤Ａ地区のクラブが利用をしている時間帯は．活用できるのではないか．そこに混ざることができる．

ＫＫ:行政としての協力はそこ'二あるのではないか．特定の曜日はＡ地区に開放するとか．

データ２：平成１５年４月９日

十両:それとｵ＆この中で(学校開放利用団体一覧を指しながら)使っている団体で,ｓ人ぐらいでやっているチームも錨構あ

るわけですよ.逆'二そういうところは，じゃこことここが一緒になって．練習やってくれと，あけてくれ，ということができる

と思うんです．



ある．このように，既存クラブの利用時間を総合型が活用すること，市の施設である総合

体育館をＡ地区に特別に開放すること，などが当たり前のこととして語られている．そこ

には総合型が公的性格を有し，既存クラブとは異なる社会的位置にあることがすでに前提

となっていることが伺える．さらに，データ２に見られるＨＴの発言からは，Ａ地区にお

ける学校開放利用に関しても，総合型の活動場所の確保のために，既存クラブの活動や考

えが除外された形で会議が進められていることが明らかである．このことに関しては，本

来，学校開放運営委員会で議論されるべき事柄であるがプ同委員会の会長を務めるＨＴが

発言することにより，この研究会が，既存クラブのあり方まで議論するという役割を担っ

ているという認識を形成していくことになる．

2）既存クラブに対する優位性

データ３：平成１５年４月１４日

ＫＫ:受け皿としては、いいわけですよ．だから，クラブのみんな全部が総合型地城スポーツケラプにエントリーしなくていいわ
けですよね．

ＨＴ:それは．いいわけですよ．

ＫＫ:そこの問題でしよ？やりたい種目だけやりたいという人はその粗目だけやればいいんだよ．
ＫＢ:その泪合，総合型の年会費は支払わなくてもいいんですか？

ＨＴ:もちろん､だってその人は.野球なら野球だけに金安を払うというわけです．
ＫＢ:じゃあ今までどおりの金矢を払えばいいわけですか？

Ｈｍそうそう.’２０人いれI証５人だけでも入ってくれれ'まいいわけ．

ＫＫ:いわゆる野球は．クラブの漣力部隊になるわけですよ．

中略

ＫＷ:う－んそうは思ってなかったんですけど，あくまでもクラブ全貝が組繊に全部入ると思っていたんですが．そうしないと組
織として動かないと思うんですよね．

ＨＴ:そうすると‘そっくり、これ金部入ってもらうということ？

ＫＷ:え－.そうしないと組織的には動かないですよ．

ＫＫ:いや.そうなりや成り立たなくなっちゃうよ．この間の剣道みたいになっちゃうよ〆
ＨＴ:動くのは指導者がいれ'まいいんですよ．
ＫＫ:そう掲那者がいれ'まいいんですよ．

ＫＷ:私はそうIまとっていない，だから，・・・そうかなと思っていたんだＩナど.そうしないと，．、
中略

ＨＴ:俺はねえ，ここの(総合型の)指導者が砿保できればいいと思っているんだよね．
ＫＫ:俺もそうかと思っていた．

脚｢:指導者がやってくれれば,あとはもう好きな子が入ってきて助けるのではない力､，総合型で，という考え方だった．
ＫＷ:私が感じていたのは.既存のね.焚岡できるやり方でやっていけば蕊かなおということで考えていた．
ＨＴ:うん．ただね．その武同できるっていうのは，子どもは結局分からないわけですよ．描導者がこうやっていきましようってい
う指導者の連合体ができれ'まいいと思ったんですよ．

既存クラブとの関係性については，Ａ地区の総合型の育成方針とのかかわりから常に議

論されてきた．当初，ＨＴとＫＷの間で構想していたことは，総合型の趣旨に賛同するい

くつかの既存クラブやスポーツ少年団を集めて結成するというものであった．しかし，既

存クラブへの説明会を前にした研究会での議論の中で，ＫＫやＨＲといった現在スポーツ

少年団の指導に携わっている者たちは，趣旨に賛同するクラブによる連合体の結成は困難

である(自ら指導するクラブも含めて)との判断から，既存クラブを総合型への協力部隊(里

月１４日ＫＫの発言)として位置づけることを主張した．具体的には，既存クラブによる指

導者の派遣，活動の場の提供を要請していくというものである．総合型という名称で人を

集め，実質的には既存のクラブの中で活動させようというものであった．データ３に，こ

のことに関するＫＷ対ＨＴ，ＫＫ，ＨＲの議論を示しているが，ここで注目すべき事柄は，

いずれの立場にしても，総合型の位置づけが既存クラブに対して優位な立場であることが

前提となった議論であるということである．

このようにして，既存クラブに対して，指導者および活動場所の提供を依頼するという

形で育成の方向性が定められていった．しかし結果として，第２回から第５回に分けて開

催された既存クラブへの説明会では，積極的な理解を得ることができなかった．そこで，
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Ａ地区の総合型は初心者(既存クラブ未加入者)を対象に，学校体育施設や公民館の空いて

いる時間帯を利用し，Ａ地区の中から新たな指導者を募集するという形をとることとなっ

た.研究会のメンバーは,行政主導で流布されてきた言説(後藤,2004;文部科学省,2001)，

例えば「地域社会の活性化」「青少年の健全育成」「明るく豊かなまちづくり」などを持ち

出すことにより，既存のクラブへの協力を要請したのであるが，結果的に研究会が期待す

るような育成の正当性への評価が，この時点では得られなかったということである．この

ことは，長い間自分たちの住む地域で，スポーツ活動を自主的に楽しんできた既存クラブ

のひとぴとにとって，スポーツは「分立関心をもって成立するアソシエーション・スポー

ツ」（海老原，2000)であり，研究会が持ち出す言説と，自分たちのスポーツ活動は直接的

には結びついていなかったことを示している．

一方，この既存クラブからの協力拒否による方向性の転換は，Ａ地区の総合型が，既存

クラブと対等な立場に位置づけられる可能性があったことを意味する．つまり，既存クラ

ブと同じ新たな－スポーツクラブとして育成されるということである＿ところが，その後

彼らは，公民館の活用やメンバーの公的立場の利用という形で，育成の前提となっている

公的性格を強調し，正当性を確保しようとしていった．

3）公民館の活用

データ４：平成１５年９月１２日

HT:だからそういう風な形で,館長これ是非ね．

ＨＲ:本当は自由に子供が好きなように．というのが理想なんでしょうけどね．
HT:公民館の方でもこの行事の予算とってもらって.進めてもらって．
ＳＭ:公民館の事察ということで.戚座ということでね．

灯『:運営はわれわれでやりますから．

(公民館の主蛮であるＫＴから傷害保険について.公民餌の保険を使えるという賭があり）
HT:なるほどね.じゃそうしましょう公民館行事でなんか事故があった増合にはその保険が使えるっていうことですよね．
KT:そうです.公民館が主催なら便えるっていう賭で．
中略

HR:(公民館が定期的に発行している館報について)あれ,裏裏つかっているんだつけ？
KT:いや,基本的には表だけなんですけど．

HR:じゃ,哀借りてざ正にスポーツ教室でさスポーツクラプのざ入れて裏表でやっちゃうか．
KT:それはできますね．

HR:そうすれば,裏を広々と使えるじゃん．

KT:あとで,毎いてもらえますか．

ＨＲ:ああ.いいよ.ねっ(みんなに向かって)裏使おう.裏.表にスペースがないって賃うのなら裏を使ってね．
HT:麓報？うん.－面な.－面．

中蝋次回の会臓の連絡について､公民館の主査であるＫＴにＨＴが依頼した後）
KT:部屋は2号室でいいですか？２号室が空いていますけど．
ＭＭ:広すぎるんじゃない．

HT:ここの方がいいんじゃない？コピーしたりするのに楽だから

Ｋｒ:はい分かりました。

HR:ここは,いずれはＡ地区スポーツクラブの….。ここしかないんですよ｡だからここの＿角でもいいんですよね。
、:それでフロッピー持ってきてそこに(公民館のコンピューターを指して)いれちゃえばいいんじゃないの？
HR:そうじゃないと場所がなくて立ち上げられないんだよね。

公民館の利用については，研究会のスタート時の公民館館長であるＫＷが,メンバーの

，人であったことから，会議は常に公民館で開催されるという経緯があった．また，当該

地域の住民が主体となり開催する研究会にとってその利用は当然のことでもあった．しか

し，総合型の育成が具体化されるにしたがって(既存クラブへの説明会後には，地域の￣ス

ポーツクラブという方向性に転換したにもかかわらず)，研究会と公民館は，他のクラブに

は見られない密接な関係を築いていった．データ４は，スポーツ教室開催に関する研究会

と公民館の取り引き，公民館発行の館報の独占利用，公民館施設の優先利用が当たり前の
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こととして語られる場面である．このようなやり取りを通して，研究会と公民館の協力関

係は強化され，それが育成の公的性格の付与へとつながっていたと捉えることができる．

4）メンバーの公的立場の活用

データ５：平成１５年４月３０日，５月６日

HT:先週ね,バドミントンの方に話を聞いたんですけど,Ａ中の体育館が雨漏りするということを初めて聞いたんですよ.わ

たし,学校開放の運営委員長もやらしてもらっているんですけど,そういうことは利用している団体からぜんぜん話がな，

かつたんですよ.学校の方からも要望がなかったんですよ.多分,学校のほうはわかっているんでしょうけど.いつ雷わ

れるかいつ言われるかと思っていたんでしょうけど.皆さんからそういう賭が出てなくて,私もＡ中にいった時は天気がよ
いときで,雨漏りなんて分らなかったんですよ.私,PTA会長やっていたときもそんな話は,ひとつもなかったんですよ．

HT:(先進地の情報としてPTAが中心となって設立したクラブを紹介した上で)やっぱりね,私は,前から考えているんですけ

ど地域の一番の活性化は,PTAだと思うんですよ.だって学校と地域の間に入っているのはPTAだから.そこが,動け

ば一番の活性化になると思うんですよ.だけど今まで,PTAの人たちは一つのスポーツクラプを作って,自分たちだけで

楽しむのが多かったんですよ.(以下略）

総合型の正当性の達成のための公的性格の付与には，前述の公民館の活用に加え，彼ら

がＡ地区において公的な立場にあることも大きく影響していると思われる．それは，研究

会の形式上の役員に，Ａ地区の区長や体育協会会長などが名を連ねること，桐生市教育委

員会のＯが研究会のオブザーバーとして参加していることなどであるが，ここでは，特に，

研究会の中心的メンバーであるＨＴの存在に注目した．彼は，意識的にしろ，無意識的に

しろ,自分自身の社会的位置について語ることがあり，その言説に含まれる用語や観念は，

研究会及び総合型を育成することに公的性格を付与するために使われる資源となっていた

(グブリアム，1997)．例えば既存クラブへの説明会において，彼はデータ５に示すような

発言をしている．ここに示されるように，Ａ地区における様々な公的経歴(元ＰＴＡ会長，

体育指導委員会会長等)を持つ彼が，地域あるいは地(域スポーツの:問題を語ることによって，

その彼自身が中心となって育成する総合型には，それらの問題を解決していく(既存クラブ

では解決できなかった)機能があり，既存クラブとは異jtjﾐる公的性格を有することを意味づ

けていったと推察される．また彼は，体育指導委員としての長い経歴を持ち，研修会等を

通して総合型に対する様々な情報に接する機会が多く，そのことはザそれらの情報をもち

得ない既存クラブやＰＴＡに対しては,優位な立場を形成する際に効果的であった.加えて，

先輩役員として地域の実情に精通している彼は,現役のＰＴＡの役員を研究会のメンバーに

取り込むことに成功し(第７回以降)，これによりいっそう研究会の公的性格は強まってい

った．

５）地域生活者の秩序

データ６：平成１５年二６月１８日

ＨＴ:それで.檀：力と支援と宮うところではなんか抜けているところはありますかね？敬宵鍾員会，体育協会，体育指導曇貝
会．Ａ地区体育協会，Ａ地区子ども育成会，幼･小･中のＰＴＡ，各スポーツ少年団，学校開放利用団体．Ａ地区公民
館，・・・･公民館はもっと上かな？・・館長．

ＫＷ:いや下の方で良いですよ.（笑）

ＨＴ:公民館は体育協会の上かなあ．

中略

Ｋｓ:ですから，やっぱり先に区があって．区の先には市があると思うんですよ．やっぱり行政の協力があるということで,区と

市とか,そうすると表現がどうかなと．

ＨＴ:そうすると区長さんなんかも気持ちいいか.Ａ地区でやったほうが．

KS:ええ，区がないと．

ＨＴ:はいじゃＡ地区がきて公民館がきて,Ａ地区体育樫会．
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最後に，地域生活者の秩序注’6)ということについて論じる．総合型の正当性の達成にと

って，それが理念的に正当であることに加えて，地域にとってより具体的な場面で正当性

が担保されることが重要である．データ６に示すように，Ａ地区における総合型と他の

組織との関係性の議論の中でそれははっきりと現れている．これは，既存クラブや地域の

団体の代表者への説明会で用いる資料について検討している場面である．Ａ地区の住民に

しか理解できない秩序の中を，彼らが，いま，生きていることを経験的に表示し合ってい

る場面と捉えることができる(好井，1999)．彼らは，その秩序を利用し，総合型を地域の

秩序に適合した形で位置づけていくことによって，主体的に正当性を達成しようとしてい

るのである．これまで乳の，総Ｉ合型に関する形式的ﾌﾞｶﾞﾐ議論では見ることができなかった地域

住民の素顔を垣間見ることができる瞬間でもある．

4．考察

Ａ地区における総合型の育成過程において，「総合型地域スポーツクラブの正当性の確

保」をめぐり，５つのカテゴリーが生成された．ここでは，もう一度，育成過程を振り返

り，フィールドノーツに収められたスケッチを参照しながら，「総合型地域スポーツクラブ

の正当性の確保」のために，それぞれのカテゴリーにおいてどのような資源が利用され，

「説得」や「応酬」などの作業が展開されたのか検討する．

「公共施設の優先利用」においては，総合型の出自に関する政策的背景が権威となり，.

この権威を資源として「説得」が行われていると理解できる．このような権威を利用する

という意味薑では，「公一民館の活用｣「メンバーの公:的立場の活用」も同様であろう．「公民館

の活用」では，地域社会に果たす公民館の機能と政策的出自を背景に持つ総合型の権威が

結びつき「説得」が行われている．同時に，研究会の結成時から，当たり前のこととして

公民館を利用し続けることによって得られた既得権を資源とした｢説得｣が行われている．

これにより，研究壜会と公:民館は》他のスポーツ団体や組織には見られない緊密な二関係を築

いていったと解釈できる．「メンバーの公的立場の活用」では，彼らの公的立場が持つ権威

を資源として「説得」が行われており，この場合，彼らの権威は，単に役職や名声に支え

られているだけではなく，総合型や地域のスポーツに関して，彼らが立場上知り得ること

ができた知識にも支えられていることが伺える．このような知識を資源とするという点で，

「地域生活者の秩序」は，まさに彼らが共有している社会構造についての知識を資源とし

た「交渉」によって生成されるものと解釈できる．「既存クラブに対する優位性」では，総

合型の育成過程で頻繁に持ち出される「地域社会の活性化」や「先進地」といった言説を

駆使した「応酬」が繰り広げられている．そこでは，まちづくりや青少年の健全育成に貢

献する公的クラブ，あるいは，先進的:なこれからのクラブとしての総合型に対して，私的

なクラブとしての既存クラブの位置づけが形成されている．

ところで，これらのカテゴリーが立ち現れる場面をプ育成過程の時間軸に沿ってみた場

合，それらが常に立ち現れるものではないことが分る．例えば，当初〉研究会のメンバー

は腓総合型に対して政策的に付与された公共性のもと，「公共施:設の優先利用」や「既存ク

ラブに対する優位性」を利用することで，育成の正当性を確保しようとしていた．しかし，

地元のコンセンサス作りに有効でないことが分ると，「メンバーの公的立場の活用」という
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カテゴリーが鮮明になるという流れを確認することができる．一方，「公民館の活用」につ

いては，一貫して利用され続け，それが暗黙のうちに前提となることで，正当性の確保に

結び付けられていた．「地域生活者の秩序」というカテゴリーは，総合型をＡ地区に位置

づけるための，より具体的な検討に入った際，例えば，育成に向けて組織的な動きが必要

になったときなどに，鮮明に立ち現れていた．このように，５つのカテゴリーは，重層薑的

にしかも不規則に立ち現れるものの，それは育成過程の状況に即して，そこに必要な資源

や言説が利用されて立ち現れてくるものであった．また，総合型の正当性の確保は，常に

達成されるものではなく，大きく揺らぐこともあった．それは，様々な言説や資源が駆使

される「説得」や「交渉｣，「応酬」が，いっきに顕在化する場用面でもあった．例`えば，子

どもたちのスポーツ活動をめぐる教育現場との制度的な対立の場面では，当初，ＨＴは総

合型の理想像を語り，中L学校の部活動におけるいくつかの課題を指摘するという方法で，

総合型の正当性を語り，協力の承認を得ようと試みていた．しかし，学校側は，教育現場

における新たなスポーツ制２度の導入に否定的な見二解をもち，研究会との対立的立場をとっ

ていた．これに対してＨＴは,Ｊ先進地」「ヨーロッパ型」「１０年後２０年後」といった言説

をもとに駆け引きするが，学校側から協力的な意見を引き出すことはできなかった６この

ような状況に対して，研究会のメンバーは，例えば，教育とスポーツの両制度を管轄する

市の教育委員会に会議の冒頭で挨拶を依頼したり，地域と学校の中間的な位置に存在する

PT1Aの役員を研究会のメンバーに加えたり，あるいは，Ａ地区の教員ＯＢを取り込むな

どの様々な資源を駆使して,教育現場における総合型の正当性を確保しようと試みていた．

このように，本節では，総合型の育成過程を，「総合型地域スポーツクラブの正当性の確

保」をめぐる，様々な言説や資源を駆使して繰り広げられる「説得」や「交渉｣，「応酬」

の様相として明らかにしてきた．見方を変えれば，総合型の育二成が政策的に展開される限

り，その正当性の確保のためには如何に公共性を担保していくかが重要となり，地域住民

は行政の権力構造のﾐ中に必然的に取り込まれることとなるということである．現在，運動

やスポーツはそれぞれの分立関心のもと自主的に展開される活動として理解されながらも，

個々人の意識の中にはいまだスポーツの共同性という感覚が付着している…行政は地域社

会の共同性の崩壊を前にそのことを利用することによって総合型の育成を押し進めている

と捉えることができる．
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第４節総合型地域スポーツクラブの育成を中心とした地域スポーツ政策の課題

第２節で述べたように，地域スポーツ政策における具体的施策では，施設整備，教室・

大会開催，指導者育成など外的環境の整備に多くのカネ・ヒトがつぎ込まれてきた．そし

てそれは戦後６０年間ほぼ一貫してきたといえる．地域スポーツと称されながらも(時には

社会体育，生涯スポーツとも呼ばれてきたが)，地域社会や生活の多様な実態はほ主んど反

映されず，いずれの自治体でも同じような施策が展開されていった．もちろん，今日のよ

うに運動・スポーツが大衆化する以前は有効な施策であったことは確かであろう．また，

運動・スポーツ実践の公共的・教育的あるいは権利的側面からみると当然の公的サービス

であったかもしれない．しかしながら，相当の維持管理費を必要としながらも利用者のま

ばらな施設やマンネリ化し毎回同じ顔ぶれで開催される教室や大会を見る限り決して効果

的-な施策とは言いがたい．このことは，学校部活動や子どもの運動ｃスポーツ熱が過二熱す

る一方で，学卒後の運動・スポーツ実施率がいっこうに上がらない(近年では，週１回以上

の定期的な実施者の割合は３０％二前後に止まっている)ことからも指摘できる.＿つまり,~運

動・スポーツの大衆化といっても，それは若者の‘`見るスポーツ”と高齢者の“健康スポ

ーツ，'に支えられたものに過ぎず，国民全体の``するスポーツ'，が定着したわけではない．

これらの状況からすると，地域スポーツ政策の転換は当然のことであったといえる．し

かし，コミュニティスポーツ論から生涯スポーツ論へと理論的背景が転換され打ち立てら

れた総合型の育成はこれとは異なった文脈で語られることがある．例えば，地域づくりへ

の貢献，地域教育力の再生，競技力向上のための一貫指導，学校部活動における課題(指導

者不足，部員不足)解決などである．つまり，運動・スポーツの実践者の拡大に止まらず，

教育，スポーツ，地域が抱える多様な問題への処方菱としてその必要性が叫ばれるように

なったのである．そして，このような大義名分的な政策目標が存在する一方，実際には行

財政改革による予算削減の影響が大きかったことも事実である．施設や教室・大会などの

開催に必烹要な予算が削減され，自主運営・自主財源を基本とする運動‐スポーツ組織の育

成により，これまで行政が行ってきたサービスの肩代わりが期待されたのである．現在の

「指定管理者制-度の導入」や「スポーツ教室」のクラブへの委託事業の広がりはそのこと

を裏付けている．

このように総合型の政策的背景を振り返ると，以下の３つの問題点が指摘される．第一

に，総合型の育成が個人をベースにした生涯スポーツ論を理論的背景に持ちながらも，そ

れが地域社会の再編までも可能にしてしまうという誤解がある．もちろん，個人やグルー

プの活動が結果として地域社会の再編に何がしかの影響を与える可能性を否定はしない．

しかしそれはあくまでも結果であり，しかもこのことは何ら実証的に証明されたわけでは

ない(松村，１９００)．このような誤解を孕んだまま育成が推進されるのうであれば，それこそ

海老原(2000)が指摘するように，総合型の育成はこれまでのコミュニティ・スポーツ論の

衣替えに過鴉ぎないといえる注'7)．

第二に，第３節でも明らかなように総合型が新たな地域住民の運動・スポーツ実践の場

として育成される一方で，)既存の.組織やネットワークに対する理解が不足しており一種の

対立構造を生んでいることが挙げられる．そもそも日本では，運動やスポーツはそれだけ

の活動としてよりも，地域社会の様々な活動や組織の中に組み込まれて展開されてきたと
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いう事実がある．実際にはそのような位置づけであったからこそ運動・スポーツは地域社

会形成や人間関係の維持に貢献し得たのであろう．具体的には，婦人会，青年団，老人会，

子ども会などの地域社会に広がるネットワークの中で，それぞれの活動の一部として運動

やスポーツが展開されてきたということである．さらには，これまで地域に根を下ろし主

体的に運動・スポーツを実践してきた組織も当然存在しており，それらの活動や組織に対

する理解もないまま，あるいはそれらが否定される形で育成が推進されている．

第三に，総合型の育成過程で，他の地域住民が自主的に設立・運営している組尽織ｄ団体

では見られないような支援が行政から行われている点がある．実際に，当該地域において

総合型の公的必要性が何ら認知されないまま，本来住民主導で立ち上げられるべきものが

行政主導で次々に立ち上げられるケースが数多く見られる(後藤，2004)．その結果，本来

意図した自主運営・自主財源は達成されず，これまでの』行政依存体質が抜け切れないこと

となる．また，第３節で取り上げた事例のように，たとえ直接的な行政支援が無い場合で

も,育成の正当性を確保する過程において行政の権力構造の中に組み込まれることとなる←

それは結果的に，地域住民の自主的活動の場，あるいは，地域に開かれた場といった総合

型に求められる機能を阻害することになりかねない．

以上のような総合型を中心とした地域スポーツ政策の問題に対する解決の糸口はどこに

見出せばよいのであろうか．その－つとして考えられるのは，地域生活の中において住民

の運動・スポーツはどのような意味を持ち，彼ら／彼女らに何をもたらしているのかとい

ったことに対する正確な現状認識からスタートすることであろう．それはこれまで地域ス

ポーツに関する施策・政策の立案に際して，生活主体及び地域社会と運動・スポーツに関

するきちんとした実態把握が行われなかったことに原因があると思われるからである．そ

こで，第２章以下ではそのことを実証的に明らかにしていきたいと考える．
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注1）今日の地域スポーツ行政における総合型の育成に関する予算配分,事業計画の占め

る割合をみれば明らかである．

注2）総合型は，文科省や地方自治体による育成支援過程において，「新しい形態でのス

ポーツ環境の整備が求められている」（文部科学省,2001)などの言説が頻繁に持ち出さ

れることにより，地域の人々にとって，それはまさに今求められている"新たitiﾐ'，スポー

ツ組織として認識されている．それは，既存のクラブとの旧一新という単純な対立図式

において語られているに過ぎない．ここでは，あえて総合型を"新しい'，スポーツ組織と

表現しているが，総合型のクラブ形態や理念そのものが，これまでのクラブにまったく

見ることのできなかった要素を備えているとは捉えていない

注3）本研究における地域とは，現在の総合型の育成が行政区(中学校区)ごとに進められ

ていることから”制度的な居住空間として捉えておくこととする．

注4）好井によれば，制度的状況の会話分析について，ひとびとがどのようにして組織や

制度を「生きているのか｣，あるいはどのようにして「問題」を構成しつつあるのか←

ひとぴとの日常がどのように組織や制度の微細な影響下にあるのか．また，日常それ自

体が組織や制度の「力」により，生かされているのか等々が，会話分析のいま一つの主

要なテーマであるという．

注5）本稿では，総合型の育成が自明なものとして進められる状況に対して，既存のスポ

ーツ制度・組織が，知らず知らずのうちに周辺化され，差別化される現象として捉えて

いる．

注6）「常識の批判）常識の解剖というプラクテイス」であり，そのポリシーは「自らの

営みも含めて，公の場で自明視された『知識』の正当化のメカニズムを暴露し，批判す

る活動」(好井，l9g9b，pl51)であるとされている．

注7）中河(1999)によれば，社会問題のワークとは，社会問題の事例やその理解の実践を

通じて「生み出す」のに貢献するあらゆる活動を指し，日常のルーティン的な活動に含

まれる解釈実践の中で，揺れ動き，かつ，不変のものとして立ち現れる「問題」現象に

肉臺簿するという特徴がある｡

注8）中河(1999)によれば，１９７０年代に起きたレイベリング論争(逸脱行動において，レ

イペリングと伝統的な諸要因はどちらが大きな役割を果たしているか)に巻き込まれる

ことを指す．

注9）このことに関し，岡田(2001)は，イバラとキッセの論文を批判的に読み解く作業を

通して，エスノメソドロジーにおける「構築的な分析」（エスノメソドロジーでは負の

刻印付けをされている)の捉え方を示し，エスノメソドロジーの影響を受けた構築主義

とエスノメソドロジーの差異について論じている．この点については，本稿はより構築

主義的な立場にあると考える．

注1o）中河(139ｓ)によると,$構築主義による社会問題の同定では，従来の機能主義や規範

的な視点とは異なり，ひとびとのやり取りに着目することで「問題とされる状態」から

［問三題をめぐる活動｣へシフトしたといわⅢれる.さらに,､同定する際の手がかりとして，

「クレイム申し立て活動」や「社会問題のカテゴリー」などの概念装置が提出されてい

る.－本研究鬘に照らし合わせて言うならば≦,［総合型」の育成推進に関わる言動を，地域

4２



スポーツにおける一つのクレイム申し立て活動と捉え直すということである．

注11）調査者が地域スポーツの研究者であるという立場を明らかにした上で参与観察を

行った．さらに，第１回目の会議の席上，メンバーに対して，調査の趣旨説明を行い，

データの使用について了解を得た．

注12）しかし，エマーソンらは，グラウンデツド・セオリー・アプローチに対して，「デ

ータと理論を二つのバラバラで独立した実体として捉える二分法的な発想である」（エ

マーソンほか，Ｉ９ｇａｐ３５２)と批判している．この点に関して，本稿では，エスノグ

ラフィックな手法を導入し，常に，生成される概念とデータの弁証法的な相互作用を通

じてフィールドノーツが作成されたと考える．

注13）レトリックとは説得作業に使われる言語的な資源のこと．スペクターとキッセが提

案した「自然史の段階モデル」の代わりに，ガスフイールドが提示し，イバラとキッセ

によってヴァージョンアップが図られた分析方法の一つ．

注144）ＨＴなどの少年スポーツ指導者や体育指導委員を中心としてスタートレ調査を実

施した平成１５年度は，補助事業として設立準備が進められたものではない(平成１６年

度より，群馬県体育協会による指定クラブとなる)．行政担当者として参加しているｏ

は，市が総合型の育成に積極的ではなかったことなどから，国や県の動向及び市のスポ

ーツ行政に関する情報提供を行うオブザーバー的な立場として出席していた.，

注15）会話データの主な内容は，「総合型地域スポーツクラブの育成に関する実態調査

第４報」（群馬県広域スポーツセンター)および以下のＨＰ上で公開されている．

http://ＷＷＷ､gunma-sports・or・jP/Contents/topiCs/341/topiCshtmI

注16）ここでいう秩序とは,Ａ地区におけるローカルな知識を資源として構築される社会

構造感として捉えることも可能である．

注17）平成１９年度の文部科学省の概算要求には総合型を利用した地域づくりが組み込ま

れている．
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第2章生活構造と運動スポーツ実践

第１節分析の視点

本研究の主題は，生活主体の生活構造と運動・スポーツ実践の関係を明らかにし，地域

住民の運動・スポーツ実践が地域社会形成，特に，人間関係の構築にどのよう機能を果た

していくのかを検討することにある．そのために，まず生活主体の運動やスポーツの状況

分析が必要になる．鈴木広(1986)によると，スポーツ行動は限られた状況内で起こされる

生活行動であるとされ，その状況とは,客観的な客体の全領域を意味するのではなく，そ

のうちの行為者にとって何らかの意味を持つ－部，すなわち「志向」の諸客体からなると

いう．具体的には，社会的対象たる他者としての個人と他者としての集団〕非社会的対象

たる物的な客体と文化的な客体が，状況の構成要素であるとされる．そこで，本研究では

運動ｐスポーツの分析対象を，実施頻度のほかにシ実施･種目》実施多仲引間，実施:場所，実施

目的に設定し，その状況分析を通して，生活主体の運動・スポーツ実践における現代的な

「志向」について検討することとする..次に，生活構造の実態について把握しなければな

らないが，ここでは，生活構造の分析基準を鈴木広に倣い「階層性」「流動性(土着性)」「私

化(公共化)」「同調性」に置くこととする．その上で，現代社会の人々の生活が都市化・産

業化の進展に伴い，流動化，私化．同調化の傾向にある(鈴木，1986)ことを実証的なデー

タから確認する．

以上のような，運動・スポーツ実践の様相及び生活構造の実態を把握した上で，生活構

造の類型と運動・スポーツ実践の志向性について検討する．その際，以下の作業仮説を検

証しその関係性について議論する．

第一に，運動・スポーツ実践の量的側面と生活構造との関係について以下の仮説が設定

される.まず従来から指摘されているように，運動･スポーツ実践の量的側三面具は自由な時

間と階層性によって規定されるであろう注2)．一方，社会構造との接触パターンのもう一つ

の機軸となる土着一流動については，社会全体が流動化していること及びスポーツの多様

化が進んでいることから，実施頻度との関係は認められないと考える．文化体系への接触

パターンとの関係については二，運動ｐスポーツ実践の行い方(質的側=面)，つまり志枩向性に

は影響を与えると思われるが，量的側面にはそれほど大きな影響を与えない．しかしなが

ら，同調性については，現在の健康ブームはマスメディアによる影響が強く，それへの同

調性が量的側面に影響を及ぼす可能性があると考える．また，家族周期論の立場からは，

社会構造や文化構造への接触は家族内地位によって大きな影響を受けるとされており，運

動・スポーツ実践の量的側面も少なからずその影響を受けていることも予測される．

第二に，どのようなスポーツを誰と何の目的で行うかという運動・スポーツ実践の質的

側面との関係についてであるず前述したように，この種目・仲間ｂ場所・目的は，それぞ

れが運動・スポーツ実践の状況内における志向の客体である．したがって，それらは階層

性，流動性，公共性〆同調性といった生活構造に規定され，特に，流動化,私化⑨同調と

いった現代社会の特徴が，運動・スポーツ実践の現代的様相として立ち現われてくると予

測される．そのような中，子どもの存在を中心とした家族のあり方は，運動二スポーツ実

践を通した地域内における人間関係維持に影響を与えていることが推察される．

さて，このような生活構う造と運動・スポーツ実践の関係が明らかにされた.上で外最後に
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本研究の中心的課題である地域社会とスポーツの関係，つまり，地域スポーツ研究では暗

黙のうちに了承されてきた地域社会形成における運動・スポーツ実践の機能について考察

しなければならない．このことについて鈴木広は以下のような仮説を提示している．

現代社会における日本のスポーツはハレの感覚と不可分に成立してきた．それは，レジ

ャー志向性，都市志向性と不可分であり，その結果’俗化されたハレ感覚へと変容した．

逆に言えばそれは，近隣志向性とは反発傾向にある．一方，都市化の進展は，共同体にお

けるハレとケとの時間的空:問:的秩序は，ハレが都心空間とレジャー時間へと集中し，ケが

家庭．近隣へと集中して両極に分化する．しかし，マスメディアは，日本人の快楽と美意

識の原型がハレの感覚であるため，全家庭にハレの幻覚を終日反覆給付するので，家庭そ

のものが都心・レジャー方向のハレ感覚にからめとられる傾向を持ち，したがって近隣の

みが最も低開発のケの空間として残される．さらに，都市の職住分離は，いよいよ職場を

ハレ化し，近隣をケ化するようにはたらく．ハレ感覚を戦術として発達する余暇産業たる

ファッション型スポーツ企業が，日常性の地味なケの空間廷を､忌避し，スポーツをいやがう

えにも「非日常」の方向に整形する．それは結果的には，ケの日常性一近隣志向に根ざす

「適当な運動量」を破壊するように働くだけでなく，現状におけるスポーツ振興が近隣社

会を破壊する危険性を持つ．

彼はこのように，日本人の近隣社会拒否性向とスポーツの俗化されたハレ感覚について

論じた後，スポーツ振興が市民社会形成という社会教育的意義を果たすためには，日常生

活の根拠地たる近隣レベルでのスポーツ空間や集団の育成が重要であり，大規模な施設建

設などによる従来のスポーツ振興策では逆に近隣社会の空洞化を進｣行させると指摘してい

る．この鈴木の主張は，地域社会形成を目的とする「総合型地域スポーツクラブ」のあり

方に大きな示唆を与えるものであるが，鈴木自らが述べているようにこれは仮説の提示に

過ぎず，実証的な検証が望まれる．そこで，本研究では，まず生活主体及び運動・スポー

ツ実践者の近隣拒否性向について確認する．さらに〆運動・スポーツ実學践者の中で近隣拒

否性向を示さない，つまり，近隣レベルでの関係性を維持している者の生活構造の特長に

ついて分析することで地域社会形成と運動ｐスポーツの関係：について論じていきたい．

以上が本章における分析の視点である．それらを整理すると，生活構造，運動・スポー

ツ実践，地域社会活動の関係性として以下のように図示することができる．

運動・スポーツ実践

' 、゛

(－重1害1=薑コロ･－==＞(~宝冠1蚕w二三衞毫i~）
＞階層，土着一流動

＞私化一公共化舵同戸調:性

時
家

シ
シ

間
族

図2-1-1’分析の視点
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第２節調査の方法

1．調査方法

アンケート調査(別添資料１)を用いた．配布・回収は配票留置法及び調査員による訪問

調査によって行われた．また，一部の高齢者などに対しては，集合法を用いて内容の説明

を行いながら収集した．

2．調査項目

生活構造の把握については，鈴木(1986)を中心に徳野(2003)及び後藤(2002)を参考に，

独自の調査項目を設定した『運動｡スポーツ活動状況の把握について，これまでのスポー

ツ社会学におけるスポーツへの社会化に関する研究(山口，１９８８：丸山，１９９０：樋上ら，

1996)から検討した．調査項目の概要は表2-1-1に示す通りである．

表2-1-1調査項目

3．調査対象

調査地区には，都市部として熊本県熊本市，都市周辺の地域として熊本県上益城郡御船

町，農山村として熊本県小国町を設定し，それぞれに居住する２０歳以上の男女を調査対

象(有効サンプル数：552)とした．なお，回収率については，機縁法を用いて対象者を選定

したため算出しなかった．表２－１．２に地区毎の性別・年代別構成を示した．

表2-1-2サンプルの性別・年齢別構成(人）

計男性女性３０歳以下４０歳代５０歳代６０歳以上

合計暮砿鰯１鯛１１７露１鮒１Ｍ、霧
熊本市１９４８５１０９

御船町１０４４０６４

小国町２５４１２６１２８
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1９４ 8５ 1０９ 6２ 6６ 3５ 3ユ

御船町 1０４ 4０ 6４ 3２ 2７ 1２ 3３

小国町 2５４ 1２６ 1２８ 7８ 6７ 5７ 5２

基本的属性 年齢，性，職業 ， 学歴，家族構成

生活構造

生活条件．

行動

生活態度

居住年数，住居形態，個人年収，世帯年収，健康状態，

通勤，労働状態，自由な時間，余暇内容，地域社会活
動参加，近所の人との付き合い，親しい友人

理想の生き方，健康番組の視聴，生活満足度，将来の

生活

運動・スポーツ

意識レベル

活動レベル

スポーツの必要`性，スポーツ目的

スポーツ参加阻害要因

， スポーツ満足度，

スポーツ種目，スポーツ頻度，スポーツ仲間，スポー

ツ施設，地域スポーツ参力ﾛ，スポーツクラブ加入



以下に，対象地域の概要を示す注')．

1）熊本市

熊本市は，九州の中央，熊本県の西北部の位置にあるサービス産業を中心とした地方都市(面

積267.06ｋｍ2)である．地勢は、金峰山を主峰とする複式火山帯と，これに連なる立田山等の

台地からなり，東部は阿蘇外輪火山群によってできた丘陵地帯であり，南部は白川の三角州で

形成された低平野からなっている．気候は，有明海との間に金峰山系が連なるため，内陸的気

候となり，寒暖の較差が大きい．人口は，663,444人(男性：313,326人，女性：350,118人)，

世帯数は279,771世帯となっている(2006年３月現在)．年齢階級別(３区分)人口をみると，

年少人口は100,414人(149％)，生産年齢人口は448,416人(667％),:老年人口は123,284

人(18.3％)となっている(2005年)．人口及び世帯数(１世帯あたりの人員)の年次推移をみる

と，１８９８年(明治３１年)には，61,329人，9,370世帯(６５人),１９５５年(昭和３０年)には，

332,493人，72,008世帯(４６人)，１９８５年(昭和６０年)には，555,719人，194,486世帯(2.8

人)，2004(平成１６年)には670,945人，274,041世帯(2.4人)となっており，人口増加と世

帯の極小化が進んでいる．人口増加については，１９５０年(昭和３０年)代及び１９９１年(平成

３年)の町村合併及び自然増加(死亡数の減少)が主な原因であるが，１９８５年(昭和６０年)以

後の人口増減(増加率)をみると，１９８５年(昭和６０年)～1990年(平成２年)には25,360人の

増加(4.22％)があったのに対して，２０００年(平成１２年)～2005年(平成１７)年では，7,529

人(1.14％)とその増加率が減少傾向にある．社会動態をみると，２００４年度において，転入・

転出それぞれが年間約30,000人(1,181人減)おり，流動性の高い都市型社会を形成してい

ると見られる．産業別労働人口(2000年)は，第１次産業3.6％，第２次産業18.6％，第３

次産業77.8％となっており，総生産額は熊本県の３分の１以上を占めている．就業別に

見ると，サービス業が32.4％，卸売・小売業・飲食店が26.8％,製造業9.4％,建設業9.2％，

農業3.2％となっている．市民一人当たりの年間所得(2002年度)は2,792,000円で，熊本

県平均を１００とすると114.4となり大きく上回っている．

2）御船町

御船町は，熊本市の東南１６６kｍに位置し，東西約２０kｍ、南北約１０kｍに広がる地域

で,耕地面積が１Ｍｋｍ2(139％),林野面積が55.77ｋｍ2(563％)を占める中山間地である．

1955年(昭和３０年)に周囲の６ケ村と合併した当時は23,011人(4,513世帯)の人口を抱え，

中心市街地は，旧矢部町や砥用町，遠くは宮崎県の延岡市への交通の拠点となり，商業地

として栄えていた．１９７５年(昭和５０年)には総人口が16,698人と減少したが，熊本市へ車

で３０分という地理的特性を生かしたベッドタウン化施策の影響もあり，２００５年度の人口

は，１８，１１７人(男性：8,502人，女性：9,615人)と微増している．世帯数は6,018世帯(１

世帯あたり３０１人)となっている．年齢階級別(３区分)人口をみると，年少人口は2,349人

(129％)，生産年齢人口は11,251人(61.8％】老年人口は4,608人(25.3％)となっており，

1980年にはそれぞれ20.8％，65.9％，13.3％であったことをみると，急激な高齢化が進

んでいると思われる．過去１０年間の出生数をみても，１５０人前後で徐々に減少傾向にあ

ることに加え,死亡数が逆に微増傾向(1989年:１４９人→2002年:１９５人)にあることから，

大幅な人口増加や高齢化の解消は望めない状況にある．社会動態では，１９８９年以後では毎
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年８００人前後が転入出しており，若干，転入が上回っている．ベッドタウン施策も行き詰

まりを見せはじめ，事業所数や商店も減少傾向にあり，流動性はそれほど高くない地域と

いえるであろう．また,大字御船をはじめとする平坦部での人口の増加は見られるものの，

周辺の山間部ではいずれも人口減少が続いており，地域間格差が大きい(例えば１９９０年か

ら１９９５年おいて大字御船では14.4％の増加があるのに対して，山間部の大字田代東部で

は12.0％の減少となっている)．産業別就業人口では，１９８０年に第１次産業32.0％，第２

次産業２２０％,第３次産業４６０％だったのに対して,２０００年にはそれぞれ12.3％,30.3％，

57.3％となっており，農業就業者の減少(31.4％→12.1％)とサービス業就業者の増加

(18.0％→27.5％)が際立っている１９８０年から2000年の間の農家数の変化を見ると，専業

農家は，２７８戸から２１４戸と若干減少しているが，第１種兼業農家は７６２戸から１３６戸，

第２種兼業農家は847戸から６１３戸へと大幅な減少をしている．同町内に企業等の事業所

が少ないことを考えると，近隣市町，特に熊本市での就業が想定される．なお，町民一人

当たりの年間所得は2,095,000円で，熊本県平均を１００とすると８５５となり大きく下回

っている(2002年)．

3）小国町

小国町は，１８８９年(明治２２年)４月に１日宮原村，上田村，蓬莱村，北里村，下城村，西

里村が合併し，北小国村が発足，その後，１９３５年(昭和１０年)４月に小国町として町制施

行された．地理的には，九州のほぼ中央，熊本県の最北端，阿蘇外輪山の外側にあり筑後

川の上流に位置している．東西北部を大分県，南部を南小国町と隣接し，東西ｌＳｈｎ南北

１１km,総面積136.721K㎡で総面積の７４％は山林が占めた農山村地域である．気候的には，

九州山脈の屋根に位置しているため変化がはげしく，夏は涼しく冬は寒さの厳しい高冷地

帯(平均気温１３℃)であり，雨も多く年間降雨量は2,300ｍと多雨多湿である．人口は,１９８０

年に１０，８１３人だったが，１９９５年には9,854人と１万人を割り込み，２００３年には8,735

人と減少している．旧阿蘇郡である阿蘇町や一宮町と同様に２０００人程度減少しているが，

総人口がそれらの町より少ない小国町ではより過疎化が進んでいると捉えるこ上ができ

る．人口増減の内訳をみると，１９８９年までは自然動態が若干増加(20～３０人)しているが，

その後は，死亡数がほぼ横ばいなのに対して，出生数が低下しているため，ほぼ毎年減少

している(20～４０人)．社会動態においても，１９９１年に２００人の減少をみるなど，毎年減

少している．しかし，世帯数は，１９８５年に2,860世帯であったのに対して，２００４年には

3,104世帯とほぼ毎年増加しており，世帯の極小化(１世帯あたり２８人)が進んでいる．さ

らに,年齢別人口構成をみると，１５歳未満1,178人(13.7％),１５～６４歳4,750人(55.3％)，

６５歳以上2,664人(31.0％)となっており(2005年)，高齢化が著しい産業構造(率000年）

は，産業別就業者数(１５歳以上)では，総就業者数4,665人，うち第一次産業就業者1,021

人(農業ｇｏ５人,林業１１５人),第２次産業就業者1,104人(建設業６６３人，製造業４４０人)，

第３次産業就業者2,538人(サービス業1,318人，卸売小売飲食店７８４人)となっている．

割合でみると，第１次産業21.9％，第２次産業23.7％，第３次産業54.4％となっている．

ちなみに，｜日阿蘇町では第１次産業１６７％，第２次産業23.9％，第３次産業59.4％，１日

一の宮町では第１次産業１７藝9％，第２次産業24.3％，第３次産業57.8％となっている(全
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国平均：第１次産業5.0％，第２次産業29.5％，第３次産業64.3％)．小国町は，杖立温

泉やはげの湯，岳の湯などの温泉地のほか，豊かな自然的観光資源を有することから，サ

ービス業に就く者が多く見られるが，第１次産業の占める割合は全国的にみても多いほう

である．しかし，生産額割合でみると，第１次産業8.5％，第２次産業11.3％，第３次産

業80.0％となっており，その経済的基盤がほぼ第３次産業に依存していると同時に，苦し

い農業・林業経営の姿をイメージすることができる．また，一人当たりの町民所得は，

2,355,000円となっており，熊本県の一人当たりの県民所得を１００とすると，小国町では

89.1と大きく下回っている(2000)．現在の小国町の主要農産物は大根プ米，生乳である．

特に大根は，高冷地野菜として一時期大きな収入源となっていたが，もともと耕地が極小

で散在し，急傾斜の畑地が多いことに加え，交通機関の発達により，北海道や東北地方な

どの他の産地にシェアを奪われる形になっている．また，橋本武次郎と北里栄喜の二人が，

１８９１年(明治２４年)に吉野杉を移入したことに始まる「小国杉」の生産も，安価な輸入材

と国内市場の不振により過酷な状況にある。しかし，そのような状況下でも，木材生産量

は，80,125㎡となっており，旧阿蘇町の48,426㎡，旧一の宮町の2,163㎡と比較しても

かなり多い(1092年)．また，木材生産工場も町内に２０ケ所存在している．そして，一方

では，町のシンボルとして「小国杉」を利用した町おこしが，行政，住民のそれぞれの立

場から展開されている．

4．調査期間

平成１７年１０月～平成１８年３月

5． 集計

㈱社会情報サービス総合型アンケート集計・分析ソフト「秀吉2003fbrWindows」を用

いて，集計及び分析を行った．

、
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第３節運動・スポーツ実践と生活構造の実態

1．対象者の属性

表2-2-1に対象者の属性を示す．有効サンプル数は５５２で，女性のほうが多かった

(54.2％).平均年齢は,男性４６．０歳,女性４７．８歳,年代別では３０歳代以下31.2％(Ｎ=172)，

４０歳代29.0％（Ｎ=160)，５０歳代18.8％（Ｎ=104)，６０歳代以上21.0％（Ｎ=116)であった．

学歴では，戦後の高校卒業が最も多く45.4％（Ｎ=246)，次いで大学・短大・高専卒業の

39.5％(Ｎ=214)であった．職業では，男性では会社員25.2％(Ｎ=63)，公務員２１２％(Ｎ=53)，

農業14.0％(Ｎ=35)，無職12.0％(Ｎ=30)，自営11.2％(Ｎ=28)，女性ではパート・アルバイ

ト25.8％(Ｎ=77)，公務員15.1％(Ｎ=45)，会社員１Ｍ％(N=40)，無職11.1％(N=33)の順と

なった．機縁法を用いたため意図的な層別の抽出を行わなかったことから，年齢，職業等

の基本的属性に若干の偏りがあることは否めない．分析に際し大きな問題が生じることは

ないと考えるが，サンプルの属性に十分に留意すると同時に，一般化には慎重にならなけ

ればならないと考える。

表2-2-1対象者の属性
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2．運動・スポーツ実践の状況分析

1）運動・スポーツ実践の量的側面

運動・スポーツ実践の量的側面として，実施頻度，地域スポーツ行事への参加状況，ス

ポーツクラブへの力ﾛ入状況について取り上げた(表2-2.2)．実施頻度をみると，１年間にほ

とんど行っていない者(しなかった，年に１~３日程度)及び時々行っている者(３ケ月に１~２

日，月に１~３日程度)がそれぞれ約３０％に対して，週１回以上の定期的実施者lま約３５％で

あうた．女性よりも男性の実施者が多く，５０歳代以下の各年代では定期的実施者は約３０％

であるのに対して,６０歳代以上では56.9％と大幅に増加している．地域スポーツ行事とは，

自治体や学校，あるいは自治会や町内会などが主催し地域で開催される運動・スポーツイ

ベントのことである．これまで日本の学卒後のスポーツ実践は，職場の他に，地域のスポ

ーツクラブや地域組織(老人クラブや婦人会，青年団など)で行われることが多かった．し

かし，それらの組織に入らない人々にとっては，数少ない運動・スポーツ実践の場となっ

ていたのが地域スポーツ行事である．しかも，地域スポーツ行事に参加した人たちによっ

て，継続的な活動ができるスポーツクラブが結成されることも少なくなかった．これへの
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参加状況をみると，だいたい参加している者が17.8％，時々参加している者が24.9％とそ

れほど多くない．しかも，まったく参加しない及び開催されていることを知らない者をあ

わせると約４０％となる．また，運動・スポーツの実施頻度と同様に男性及び６０歳代以上

の参加率が高い状況にある．このように，現在の地域スポーツ行事は，地域社会全体を巻

き込んで開催されているとは言い難い．ヨーロッパでは歴史的に，学齢期，学卒後問わず

一生涯にわたって地元のスポーツクラブに所属し運動・スポーツを行ってきた．これが日

本とは大きく異なる点であり，その意味で総合型地域スポーツクラプの育成が急務とされ

ている．現在の日本のスポーツクラブは単一の種目で同好の集団に過ぎないと批判されて

いるが，そのようなクラブへの所属状況をみると，末加入が６０％以上となっている一方で

地域のクラブへの所属は１５％程度に留まっている．

表2-2-2運動・スポーツ実践の量的側面 ％

』名

・U２
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UulJUlⅡ

、
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2）運動・スポーツ実践の質的側面

ここでは，過去１年間に行ったことがある運動・スポーツ種目とそれを行った相手及び

場所について報告する(表2-2-3：複数回答)．種目の上位は散歩・ウオーキング(37.7％)，

ソフト（ミニ)バレー(25.0％)，軽体操・ストレッチ(16.9％)，ボウリング(14.7％)，ソフトボ

ール(12.1％)となった．各種目で男性の実施率が高いが，軽体操・ストレッチ及び散歩・ウ

ォーキングでは女性の実施率が若干高い．年齢別で見ると，基本的には，活動量の多い種

目(バレーボールやジョギングなど)や経済的に負担の多い種目(ボウリングなど)は加齢と

ともに実施者が減少し，高齢期に行う種目が限定されることから実施種目の偏りが見られ

る．場所については，町内の学校体育施設つまり地元の小中学校が最も多く27.7％，次い

で道路や家の周りが24.5％と多かった．地域スポーツ活動の中心となるべき町内の公共ス

ポーツ施設は１９．０％とそれほど多くなく，従来から指摘されているように身近な運動。ス
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ポーツ実践の場としての学校体育施設の有効活用が求められる．

表2-2-3実施種目・相手・場所 ％
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3）運動・スポーツ実践の意識

運動・スポーツの必要性については，性別，年齢を問わず８割以上の者がその必要性を認

めている(表2-2-4)．しかし，実施頻度に差があったように，満足度では女性及び５０歳代

以下で不満足感が高い全体としては現状に満足しているのは２割程度であった．目的で

は，健康の維持増進(66.7％)，仲間や友達と楽しむこと(47.3％)，ストレス解消(47.1％)，ス

ポーツそのものを楽しむ(313％)の順で多かった．性別でみると技術の上達や試合や相手

に勝つことスポーツそのものを楽しむなどの項目で特に男性の支持率が高く，女性ではス

トレス解消が高かった．年代別では，６０歳代以上において，技術の上達，試合や相手に勝

つこと，スポーツそのものを楽しむ，ストレス解消といった項目で減少するが，その他の

項目では大きな差異はみられない．非実施理由では，男女とも忙しくて時間がないが最も

多く(男性３３５％，女性37.5％)，その他の項目を理由として挙げるものは少なかった．
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表2-2-4 運動 ･スポーツ実践の意識 ％
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３．生活の実態

1）生活の概要

ここでは，対象者の主な生活の概要について報告する(表2-2-5)．家族構成は，核家族世

帯が40.4％，多世代世帯が39.0％であったが，６０歳代以上の夫婦世帯が32.4％となるなど

高齢期の世帯の縮小が確認される．住居については４０歳代以上では８割以上が一戸建て

の持ち家となっており土着性が伺えるが，通勤手段では通勤している者のほとんどが自動

車を利用しており，生活圏の拡大が予想される．主観■的健康感は，性別プ年齢を問わずほ

ぼ９割が健康と回答した．現在の余暇内容においては，日ごろの仕事の忙しさの影響で，

休養や家族との団蘂(567%)と回答した者が多かった.その他,飲食･ショッピング(40.0%)，

テレビ・ラジオ・インターネット(39.5％)，仕事や家事(34.4％)が上位を占めており，従来

から指摘されているような日本人の消極的な余暇内容や消費社会の現実を裏付ける結果と

なった．年齢別で見ると６０歳代以上で各項目の実施率が上がっており高齢期の積極的な

活動が伺える。一方，希望する余暇内容では，現在の余暇内容で上位にあった項目におい

て支持率が大幅に減少しており，理想と現実のギャップが鮮明となった，そのような中，

旅行・ドライブ(495%)，軽い運動やスポーツ(393%)などが上位を占めており，意識レベ

ルでは性別・年齢を問わず積極的な活動を求めていることが伺える．６０歳代以上の積極的

な活動の一端が伺える一方で，悩みを相談できる親しい友人の数をみると加齢とともに減

少しており，高齢期における社会関係の喪失も確認される．以上のような生活の実態に対
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して，大変満足している者が11.2％，まあまあ満足している者が６６７％と比較的満足度は

高く，６０歳代以上が最も満足度が高かった．しかし，将来の生活については，およそ４

割が悪くなると回答しており，加齢とともにその割合も増加している．

表2-2-5生活の概要 ％
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2）階層性

ここでは，対象者の階層性について確認しておく(表2-2-6)．個人収入では，男性では

200万円以上３００万円未満が最も多く27.0％,次いで５００万円以上700万円未満の18.0％，
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女性では，職業でパート・アルバイト及び家事労働が多かったこともあり，２００万円未満

が52.6％，無収入が14.5％であった．表に示すように，個人年収では性別，年齢によって

差があり，階層性を規定する項目としては世帯年収を設定するほうが妥当であると考える．

そこで世帯年収をみると，全体では２００万円未満及び１５００万円以上を除きほぼ同じ割合

となった．６０歳代以上で本人の離職の影響から世帯年収が減少する傾向にあった．また，

階層性については，年収などの経済的位置のほかに，職業的位置や学歴によって規定され

るが，それらについては前述の基本的属性を参照されたい．

表2-2-6個人及び世帯の年収 ％
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3）土着一流動

土着一流動の指標として，居住年数を取り上げた．表2-2-7に示すように，各年代別の

居住年数の長さから見れば比較的土着性が強いといえる．これは，今回調査対､象とした熊

本市，御船町，小国町の３地区の中では，御船町及び小国町が中山間地であったことが影

響したものと考えられる．本研究では，第３章において同地区を対象にしたライフコース

データを収集している．そこでは各年代における現在の地区への居住率を調査している．

例えば，１０５０年以前生まれでは，１９５０年に熊本市に居住していた者は28.6％，御船町で

は72.4％，小国町では61.0％，１９７５年には熊本市42.9％，御船町79.3％，小国町92.9％，

１９９５年には熊本市８６１％，御船町89.7％，小国町100.0％となっている．また１９７１年以

降の生まれでも，１９８０年に熊本市に居住していた者は44.4％，御船町では64.7％，小国町

では80.8％となっており，御船町及び小国町の土着性の強さが伺える．

表2-2-7居住年数 ％
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4）私化一公共化

私化一公共化の軸とは，生活目標の焦点を私生活場面に自閉して生活の「私化」を志向

するか，逆に私生活を社会化していく方向に目標の焦点を設定し，主体自身の「公共化」

を志向するかということである．ここでは鈴木広の調査を参考に生活目標に関わる質問を

行った(表2-2-8)．自身の生活目標について，「自分ひとりのことを考えずに、社会のため

に全てを捧げて暮らす」や「ある程度の暮らしをしながら、自分の住んでいる地域や集落

のためにできることをしたい」と答えた比較的公共化の志向を示す者注3)はそれぞれ3.2％，

316％であった．一方，「金や名誉を考えず，自分の趣味にあった暮らしをする」や「その

日その日をくよくよしないで，のんきに暮らすｊと答えた比較的私化の志向を示す者はそ

れぞれ31.9％，24.5％であった．地域社会活動への参加状況を見ると，特にしていない者

が４２０％と多かった．内容としては，地域のスポーツクラブ・団体(1762％)を除き，ＰＩ１Ａ

や町内会・自治会(17.2％)，婦人会・青年団など(17.2％)，消防団など(10.7％)と自動加入や

半強制的な活動が主であり，主体的な地域社会活動の姿はあまり見られないそのような

中６０歳代以上では，地域の趣味や文化活動の集まり(20.7%)やボランティア活動(23.3%）

などが上位を占め地域社会との関係』性の強さが伺える．

表2-2-8理想とする生き方と地域社会活動 ％
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5）同調一非同調

現代社会においては，マス・カルチュアが今日的文化様式の重要な機軸となっており，

戦前に天皇制に求められてきた社会統合機能に代わるものとなっている．中でもマスメデ

ィアとしてのテレビの影響は大きいそこで，健康番組の視聴を今曰的な文化体系への同

調一非同調の指標として取り上げることとした(表2-2-9)．全体としては，できるだけ健康

5６



番組を見るようにしている者が55.9％と半数を超え同調性の強さが指摘される．

(67.3％)，６０歳代以上(79.7％)でその傾向が強い．

特に女性

表2-2-9健康番組の視聴 ％

ﾄｧﾆポ1１視〕

逼蕊－１蕊:;鯉雲r￣

|露■鱒
まったく健康番｝健康に関心は
;組は見ない（ない

あまり健康番
組は見ない曰

5７



第４節生活構造の類型と運動・スポーツ実践の志向性

１．運動・スポーツ実践の量と生活構造

ここでは，第１節「問題の所在」において示したように，「運動・スポーツ実践の量的

側面には，基本的には自由時間の有無と健康志向が強く影響しており，それは階層性，同

調性，家族内地位によって規定されている」という第一の仮説について検証する．自由な

時間については平日に自分が自由に活動できる時間，階層性については世帯年収，職業，

学歴，流動性については居住年数，公共性については理想の生き方，同調性については健

康番組の視聴，家族内位置については，家族構成及び子どもの有無についてそれぞれ検討

した．

仮説の具体的な内容としてはシ階層性の関連では，上層の者ほど定期的実施者が多いこ

とが予測される．その理由として，第一に，比較的自由な時間が確保できること，第二に，

高学歴のものほど運動やスポーツの健康保持・増進機能(効果)について学習経験があり，

健康志向が強いことが挙げられる．さらに今日の健康ブームはマスメディアによる影響が

強く，それへの同調性の強い者ほど定期的に実践する傾向にある．また，家族構成により

自由時間の確保や学校(子ども)を通した地域社会との関係性が大きく異なることが予測さ

れる．

1）自由な時間との関係

これまでの運動・スポーツ実践の要因分析で指摘されてきたように，今回の調査でも自

由な時間の量との関係性が示唆された．特に，週１回以上の定期的な実施者の割合は，自

由に活動できる時間がないと回答した者が6.9％，２時間未満が19.2％，２時間以上４時間

未満が36.2％，４時間以上６時間未満が41.3％，６時間以上が53.3％と順に多くなってい

る．適度な運動量を確保するためには，自由な時間の有無が前提となることが確認された．

０１０２０３０４０５０８０７０８０８０３０１００
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図2-3-1平日の自由に活動できる時間ｘ実施頻度

2）階層性

世帯年収，学歴，職業を指標とする階層性と実施頻度の関係では，明確な差異は認めら

れなかった．世帯年収では(図2-3-2)，年収の少ない者のほうが定期的な実施者が多い傾
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向にあるが，これは，この層に６０歳以上の比較的自由な時間が確保できる高齢者世帯が

多く含まれることが影響したものと思われる．同様に，学歴(図2-3-3)においても中学校

卒業及び戦前の学校を卒業した者が中心となるその他においては，６０歳以上の高齢者が

ほとんどであるため定期的な実施者が多くなっている．また，職業間(表2-3-1)でも階層

性に規定されるような明確な実施頻度の差は認められない.ただし,家事労働(専業主婦)，

自営(商・工)，団体職員では他の職業よりも定期的な実施者とまったくしない者の割合が

大きく２極化が認められるまた，土木・建設従事者及び会社員(事務)の実施頻度が低い

ことなどの特徴が確認される．これらの特徴については，はっきりとした原因はつかめな

いが，たとえば，家事労働(専業主婦)，自営(商・エバ団体職員は，他の職業よりも比較

的自由な時間を確保することが可能である一方，それらの中には主体的に時間を確保でき

る者とそうでない者が存在すると思われる．たとえば，養育期の子どものいる専業主婦と

そうではない専業主婦では自由な時間が大きく異なることは明らかである．つまり，同じ

職業内において主体的に利用できる自由な時間の有無に差が生じているのではないかと

いうことである．また土木・建設従事者は職業内容が身体活動であること，会社員(事務）

は女性の割合が多いことなどが影響したものと考えられる．
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表2-3-1職業×実施頻度 ％
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3）流動性

流動性を示す指標として）現在住んでいる地域に３０年以上居住する者とそれ未満の者
とを比較した(表2-3-4)．ただし，年齢的な影響を避けるために６０歳代上のサンプルは除

外することとした．１週間に１回以上の定期的実践者の割合を見ても３０年未満31.4％，

30年以上29.7％と大きな差は認められず,土着一流動と実施頻度の問には明確な関係性は

無いといえる．

０ 1０２０３０４０５０６０７０８０９０１００
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図２３－４居住年数×実施頻度

しなかった
週に１～２日程度

4）公共性

ここでは，理想とする生き方を公共性の指標として実施頻度との関係性について検討し

た(表2-3-2)．なお，表中の各グループについて「自分ひとりのことを考えずに、社会の

ために全てを捧げて暮らす」を「社会｣，「ある程度の暮らしをしながら、自分の住んでい

る地域や集落のためにできることをしたい」を「地域｣，「一生懸命働いて，お金持ちにな

る」を「お金｣，「金や名誉を考えず，自分の趣味にあった暮らしをする」を「趣味｣，「そ

の日その日をくよくよしないで，のんきに暮らす」を「のんき」と表示した(以下，同様)．

「地域」を志向するグループでは，他のグループより１週間に１回以上の定期的実践者の

割合が多かった．これは，人や地域社会との一定の結びつきを前提とすることの多い運

動・スポーツ実践は，私化をする者より公共化を志向する者のほうが実践する傾向にある
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ということであろう．しかし，私化の傾向を示す「趣味」「のんき」の中にも，ある程度

の定期的実践者が含まれており，必ずしも公共化の志向が実施頻度を規定するとはいえな

い．

表2-3-2理想の生き方×実施頻度 ％
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5）同調性

マスメディアへの同調性との関係については(表2-3-3),できるだけ健康番組をみるよう

にして，自分の生活に取り入れている者の中で45.0％が定期的な実施者となっ~てくいるが，

その他のグループではあまり差は認められないこのことから次のことが指摘される．マ

スメディアが引き起こした健康ブームは，それに非常に同調的な人にとっては運動。スポ

ーツの実施頻度を引き上げる方向に作用する．しかし，非同調的な人の中でも主体的に健

康管理を行なうことのできる層(自主的健康スポーツ実践者)が存在しており，また，運動・

スポーツの実践には健康以外の多様な目的が存在することから，マスメディアへの同調性

が直接的に実施頻度を規定することはないということが明らかになった．

表2-3-3健康番組の視聴×実施頻度 ％

鵬巨３ケ月|Ｅ１～2H程眉目に1～3H程度週に1-2H禮贋劃二3H以上わ､vうjｉ

鼎HｉＩｌ

ﾖ分話にⅢ

●

１．８

3.6

100

3.4

6）家族構成

家族構成と実施頻度の関係をみると(表2-3-4),３０歳代では大きな差は認められないが，

４０歳代及び５０歳代になると独居及び夫婦のみ世帯での実施頻度が高くなるすまた，６０

歳代以上で多世代世帯において定期的実施者が少なくなっている．子ども有無との関係で

は(表2-3-5)，３０歳代，４０．５０歳代のいずれの世代も子どものいない方が週３白以上の高

実施者の割合が多く，非実施者が少ない傾向にある．これらのことから，養育期の子ども

の存在が運動・スポーツの実施頻度に影響を与えていることが推察される．
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表2-3-4家族形態×実施頻度 ％

しなかった年に1～3曰程度３ケ月に1～2日程度目に1～3曰程度週lE1～2日程度週にB曰以上わから戦１､崖代以下 澤号圷函川口剛・剛・川一冊
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表２－３５子ども有無×実施頻度 ％

1器鳫 13二尾 １詣偲 １鴉層踞llE3卜

1詣鳫 １耀鳫 １鍜届 １鴉肩iHlE3卜Ⅲ■

１

２．運動・スポーツ実践の質と生活構造Ｌ

ここでは，運動・スポーツ実践の質的側面が階層性，流動性，公共性】同調性といった

生活構造とどのような関係性があるのかということについて確認する．特に，流動化，私

化・同調といった現代社会の特徴が，運動・スポーツ実践の現代的様相として立ち現われ

てくると予測される．このような個人本位的な生活と運動・スポーツの行い方が密接に結

びつく一方，家族内地位は，かろうじて運動口スポーツ実践を通した地域内における人間

関係維持に影響を与えていることが予測される．

具体的には，階層性(学歴)，流動性(居住年数)，公共性(生活目標)，同調性(健康番組の

視聴)及び家族内地位(家族構成，子どもの有無)と運動・スポーツ実践の種目，仲間，場所，

目的の関係について検討する．

1）階層性

階層性との関係では以下の特徴が挙げられる．まず種目の選択では(表2-3-6)，学歴の高

い者のほうが個人種目や少人数のプレー仲間を必要とする種目を実施する者の割合が多い

が，集団種目の実施者の割合については大きな差は認められない．また，高齢者で構成さ

れるその他のグループ(戦前の学校卒業)では集団種目からの離脱が顕著であり，相手を必
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要とする種目から個人種目へと移行していることが伺える．実施する相手については(表

2-3-7)，各グループとも地域の人や友人と行う場合が多いが，学歴の低い者ほど地域の人

と行う者が比較的多い．また，高齢者が多いその他のグループでは地域の人に加え一人で

行う者の割合が多い．実施場所では(表2-3-8)，大卒等やその他のグループで道路や家の周

りで実施している者が多いことから，ウォーキングなどの健康を指向した個人スポーツを

行っていることが推察される．一方，中卒では町内の学校体育施設を利用している者が多

く，先の実施相手と合わせて，地域社会との密接な関係性が伺えるザ最後に，実施目的を

みると(表2-3-9)，学歴の高い者ほど健康や体形維持，スポーツそのものを楽しむことを目

的とする者が多く，一方,学歴の低い者は仲間や友達と楽しむことを目的とする者が多い．

以上をまとめると次のように整理される．

○学歴の高い者ほど，運動ｃスポーツの保健上の機能を重視して=おりγ集団種目以外に

健康スポーツを中心とした複数の種目を実施している者が多い．

○学歴の低い者ほど，地域社会との結びつきの中で運動・スポーツを実践する傾向にあ

る．

○健康を指向した個人スポーツの隆盛は高学歴者と高齢者によって支えられている．

表2-3-7学歴×実施相手(複数回答）％選択(複数回答）％表2-3-6学歴×種 目
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2)流動」性

ここでは，居住年数を指標とした流動性との関係について確認するが，年齢的な影響を

避けるために４０歳代及び５０歳代について検討することとした.実施種目では(表2-3-10)，

年齢的に健康志向が現われ始めるときであり個人種目の実施が多いなか，居住年数が長い

者の方が集団種目を選択するものの割合が多く，相手としては(表2-3-11)地域の人や職場

の人と行うことが多いまた実施場所では(表2-3-12)，居住年数が長い者の方が町内の学

校体育施設を利用する傾向にある．実施目的をみると(表2-3-13)，支持率の高い項目の中

では，居住年数の長い者の方が仲間や友達と楽しむことやストレス解消を目的する者の割

合が多いことが特徴的である．このように，土着性の強い者ほど,‐地域社会との関係の中

で運動・スポーツを実践していることが伺える．

表2-3-10居住年数×種目選択(複数回答)％表2-3-11居住年数×実施相手(複数回答） ％

'

纈盧WijlMMLj鱸Ⅱ ))１Ｍ卿燗||釦１Ｍ順 IllphIlH

陣張Nil比111 IＵｌＺＪＵⅢl此壬､愚

１６；１１Ｍ吐UlHN二1Ｍ

flH(N舌川

￣●

居住年数×実施場所(複数回答）表2-3-12 ％
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3）公共性

ここでは理想の生き方にみる私化一公共化の志向との関係について検討する(表2-3-14

～2-3-17)．それぞれのグループの特徴としては以下のことが挙げられる．「社会」は全く

実施しない者が比較的多く，集団種目を拒否する傾向にある．実施相手も地域の人と行う

者は少なく，友達と行う者が多い．健康志向が強く，個人種目を選択している者がほとん

どのため道路や家の周りで実施している者が多い．「地域」は集団種目を選択する者が多

く，複数の種目を実施している傾向にある．実施相手も地域の人と行うことが多く，場所

では町内(地域内)の公共スポーツ施設や学校体育施設を利用する傾向にある。目的でも仲
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間や友達と楽しむことや仲間づくりを挙げるものが多い．「お金」は全く実施しない者が

多く，個人種目を選択する者の割合も比較的少ない．相手は友達が多く，町内のスポーツ

施設や学校施設を利用する者は少ない．目的として，他のグループと比較して勝つことや

付合いを挙げる者が多く，逆に，健康，仲間や友達と楽しむ，仲間づくりなどを挙げるも

のは少ない．「趣味」は個人種目を一人で実施している割合が多く，様々な場所を利用し

ている．目的としては，ストレス解消や体形の維持など運動・スポーツの保健的機能を挙

げる者が多い．「のんき」は「社会」「お金」同様に実施しない者が比較的多く，実施相手，

場所，目的をみてもこのグループを特徴づける事柄が見受けられず，拡散した運動・スポ

ーツ実践の志向性として捉えられる．以上のことを，私化一公共化の視点で整理すると，

身近な地域での公共化を志向する者は，地域社会との関係性の中で運動・スポーツを実践

するが，あまりにもグローバルな志向,を持つ者は，運動。スポーツから距離を置くか，全

く個人的な活動(健康維持など)として実践する傾向になる．一方，私化を志向する者は，

運動・スポーツの行い方も個別化しており，現在の運動・スポーツの多様化を支えている

ことが伺える．また，個人的な目的(趣味)をもって生活を送る者にとって，運動９スポー

ツの保健的機能を自覚することがその目的(趣味)の一部となり，運動・スポーツが個人生

活の一部になっていることが伺える．このように，運動・スポーツ実践に対して，地域生

活の一部として接近する者と個人生活の一部として接近する者の２極化の傾向にあること

が示唆された．

表2-3-14生き方×種目選択(複数回答）％表2-3-15生き方×実施相手(複数回答）％
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4）同調性

健康ブームを引き起こしたマスメディアへの同調性との関係では(表2-3-18～2-3-21)，

非同調の者ほど集団種目を選択する傾向にあり，「まったく健康番組を見ない」と回答し

たより非同調性の強い者は，地域の人よりも友達を相手に運動・スポーツを行う傾向にあ

る．場所についても，このグループは他と比較して町外や民間のスポーツ施設を利用する

という特徴がある．目的をみても，健康志向がそれほど高くなく，スポーツを多目的に捉

えているグループである．言い換えれば，個々人が主体的に運動・スポーツに取り組んで

おり，スポーツの多様化を促すグループとも言える．一方，同調性がより強い者ほど個人

種目を選択する者が多い．実施相手では他のグループと比較して一人で行う者の割合が多

いため，自宅や家の周りで実施し,学校体育施設を利用する者は少ない傾向にある．また，

これらのグループは運動・スポーツの持つ健康・保健機能の効果を重視することから，運

動・スポーツの他の本質的な側面(競争・遊び・社会性など)に対する評価が低い傾向にあ

る．全体としては，現在の健康スポーツの隆盛は，マスメディアが提供する健康情報に同

調し運動・スポーツを実践する者と主体的な健康管理のもと実践する者の２層で構成され

ていることが示唆された，

表2-3-19健康番組の視聴×実施相手

（複数回答)％

健康番組の視聴×種目選択

（複数回答)％
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5）家族構成

家族構成と運動・スポーツの質的側面について検討する(表2-3-22～2-3-25)．独居世帯

では個人種目の選択が非常に多く，－人あるいは友達と行う者が多い．場所は道路や家の

周りが多く施設を利用する者は少ない．目的では健康志向が強く，社会的機能などの運動・

スポーツの他の側面に対する認識は低い夫婦世帯では独居世帯同様，個人種目を選択す

る者が多く，集団種目の選択は少ない．他の世帯と比較して，健康を強く志向し道路や家

の周りで家族や一人で実施する者が多く，運動・スポーツが夫婦生活の一部になっている

者の割合が多いことが伺える．核家族世帯では，若干，個人種目が減少し集団種目が増加

している．実施相手も地域の人や友達が多く，場所も町内の学校体育施設を利用するなど

地域社会との関連性が伺える．目的では，健康志向が若干弱まり，スポーツそのものを楽

しむことやストレス解消など他の目的をあげる者も多い団多世代世帯になると，核家族世

帯で確認された地域社会とのつながりがより鮮明になる．種目では集団種目を選択し，地

域の人を相手に町内の公共スポーツ施設や学校体育施設を利用する者が多くなっている．

目的においては，健康以外の項目でも他の世帯と比較して高い支持率を示しており，多様

な運動・スポーツを実践している様相が伺える．

家族構成×種目選択(複数回答）
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以上のように，家族構成と運動・スポーツ実践の質的側面の関係性が示唆されたが，い

ずれにしても子どもの存在が大きな影響を与えていると思われる．そこで，最後に３０歳

代以下及び４０．５０歳代を対象に子ども有無との関係について確認する(表2-3-26～2-3-29)．

まず種目の選択では，３０歳代以下においては子どものいない者のほうが個人種目を選択す

る傾向にあり，逆に子どものいる者は集団種目を選択する割合が多い．しかし，４０．５０

歳代になるとそのような差異は見られない．また，実施相手や場所を見ると３０歳代以下

では，子どもがいる場合には，地域の人と行う者が多いなど地域社会との関連性が確認さ

れるが，４０．５０歳代では認められない．目的でも３０歳代以下では，子どものいない者と

比較して，子どもがいる場合は仲間や友達と楽しむことや付合いを目的としてあげる者が

多い傾向にある．つまり，養育期の子どもの存在が，地域社会や集団との関係性の中で運

動・スポーツを行わせるような役割を果たしているということであろう．

鱗
表2-3-26の子どもの有無×種目 選択 ％

戸UjUiiifLjlifiロiliLLHLjLTWli
表2-3-27子どもの有無×実施相手(複数回答 ％

表2-3-28子どもの有無×実施場所（複数回答）
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的（複数回答）子どもの有無×実施目表2-3-29 ％
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３．生活構造と運動・スポーツ実践の中間的まとめ

ここで，運動・スポーツ実践の質的・量的側面と生活構造の関係について中間的なまと

めをしておく．まず,社会構造への接触パターンと運動・スポーツの量的側面については，

基本的には自由時間の有無に規定されるが，階層性や流動性による明確な差異は確認され

なかった．文化体系への接触パターンにおいては，私化を志向する者より公共化を志向す

る者ほうが比較的運動・スポーツを行う傾向にあった．また，現代社会における文化体系

の基軸となるマスメディアに対して非常に同調的な人は特に運動・スポーツの実施頻度が

高かった．しかし，非同調的な人の中でも主体的に健康管理を行なうことのできる層(自主

的健康スポーツ実践者)が存在しており，また，運動・スポーツの実践には健康以外の多様

な目的が存在することから，マスメディアへの同調性が直接的に実施頻度を規定すること

はないことが明らかになった．

次に，社会構造への接触パターンと運動･スポーツの質的側面については，学歴的に上

層の者ほど運動・スポーツの保健上の機能を重視しており，集団種目以外に健康スポーツ

を中心とした複数の種目を実施する傾向にあり，下層のものほど，また，士着性の強い者

ほど地域社会との結びつきの中で運動・スポーツを実践する傾向にあった．文化体系への

接触パターンにおいては，身近な地域での公共化を志向する者は，地域社会との関係性の

中で運動・スポーツを実践するが，あまりにもグローバルな志向を持つ者は，運動・スポ

ーツから距離を置くか，全く個人的な活動(健康維持など)として実践する傾向になる．一

方，私化を志向する者は，運動・スポーツの行い方も個別化しており，現在の運動・スポ

ーツの多様化を支えていることが明らかになった．特に，運動・スポーツ実践に対して，

地域生活の一部として接近する者と個人生活の一部として接近する者の２極化の傾向にあ

ることが示唆された〆同調性については，同調性がより強い者ほど運動・スポーツの持つ

健康・保健機能の効果を重視することから，運動・スポーツの他の側面(競争・遊び・社会

性など)に対する評価が低い傾向にあった．一方，非同調の者の中には，主体的に健康スポ

ーツを実践すると同時に，運動・スポーツの効用を多面的に捉えているものが存在してお

り実践の多様化を形作っているといえる．

最後に，家族構成との関係では，養育期の子どもの存在が運動・スポーツの実施頻度に
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影響を与えると同時に，地域社会や集団との関係性の中で運動・スポーツを行わせるよう

な役割を果たしていることが明らかになった．また，核家族と多世代家族を比較すると，

多世代家族のほうが地域社会との関係の中で運動・スポーツを実践する傾向にあり，運動

スポーツの機能を健康のみにとらわれず多面的に評価していることが明らかになった．
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第５節地域社会形成と運動・スポーツ実践

鈴木広(1986)は日本のスポーツがレジャー志向性や都市志向性と不可分にあることから

ハレの感覚を伴い近隣志向性とは反発傾向にあると指摘する．一方，人々の生活は，都市

化の進展，マスメディアの影響，職住分離などにより近隣社会拒否性向をますます強める

という．その結果，ケの日常性一近隣志向に根ざす「適当な運動量」を破壊するように働

くだけでなく，現状におけるスポーツ振興が近隣社会を破壊する危険性を持つとしている.

本章では運動・スポーツ実践の量的問題について，それが自由な時間の有無に規定され

ること以外に以下の点を明らかにした．公共化の志向が実施頻度を引き上げるが，私化を

志向する者の中にも個人生活の一部として運動・スポーツを定期的に行うものが一定程度

存在すること．健康ブームを引き起こしたマスメディアに強く同調するものほど実施頻度

が上昇するが,非同調のものの中にも自主的な健康スポーツ実践者が存在すること．また，

質的な問題については以下の点が明らかになった．第一に上層の者ほど保健上の機能を重

視することから個人的に実践する者が多い．第二に，下層．土着・公共化を志向するもの

ほど地域社会との関係性の中で実践している．第三に，私化を志向する者は運動．スポー

ツの行い方が個別化・多様化している．第四に，同調性は健康スポーツの実践を後押しす

るが，一方で他の運動・スポーツの価値に対する評価を低下させる方向に向かわせる．以

上のことをまとめると以下の図2-4-１のように示すことができる．

個人(健康）

(愈〉壺電〉この
二亜）⑮幻 ＆の

非同調

定期的実施非実施

⑥Gの

ｅ⑦
④

地域社会

図2-4-1現代社会における生活構造と運動・スポーツ実践

この結果から，都市化の進展や職住分離による流動化した社会は，地域住民の生活を土

着性や公共化の志向から遠ざけ，結果的に彼ら／彼女らの運動・スポーツ実践を地域社会

(近隣社会)の関係性から分離する方向に作用することが推察される．このことは，鈴木広
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が指摘した問題性を追認するものである．しかし，現代社会における大きな特徴である私

化・同調の傾向は，鈴木広の指摘とは異なり，近隣社会における適度な運動量を確保する

方向へと導いていることが分かる．特に，マスメディアが引き起こす健康ブームへの同調

性は強くそれを後押しすることになる．

ところが，私化一公共化の間では，例えば私化を志向する者のほうが実施相手に地域の

人を挙げる者の割合が少なく，目的においても「仲間や友達と楽しむ」を挙げる者の割合

は少なかった．また，同調一非同調でみると，同調性の強いものほど実施目的に「付き合

い」や「仲間づくり」を挙げる者が少なく，実施場所として「道路や家の周り」で行う者

が多かった．これらの結果から分かるように，私化や同調性を志向する者の運動・スポー

ツ実践の様式においては，必ずしも地域社会における人間関係を必要とはしていないとい

うことである．

つまり，私化・同調が優位になる現代社会では，地域社会における密接な人間関係をベ

ースにした運動・スポーツ実践よりも，いわゆる「個人本位的運動・スポーツ実践」が浸

透していくことが推察される．表象的には近隣社会での適度な運動量が確保されているか

のように映るものの，やはりその内実は鈴木広が指摘するように近隣社会を拒否する方向

に作用していくのではないかということである．運動・スポーツ実践が現在のまま「個人

本位的」に発展していくのであれば，地域社会形成に寄与していく可能性は極めて低いと

いわざるを得ないであろう．
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注1）ここでは，熊本県統計調査課統計データ，各市町村要覧及び国勢調査を用いた．

注2）このことについてブルデュー(1991)は，様々なスポーツのどれを実行するか，その確

立は，各スポーツでその程度こそ違うが，まずは，経済資本によって，ついでは文化

資本と自由時間のゆとりによって決まってくると述べている．

注3)鈴木広(1978)のよると，一般的に「自分ひとりのことを考えずに、社会のために全て

を捧げて暮らす」や「ある程度の暮らしをしながら、自分の住んでいる地域や集落の

ためにできることをしたい」という生き方を志向する者はコミュニティモラールが高

く，一方，「金や名誉を考えず，自分の趣味にあった暮らしをする」や「その日その日

をくよくよしないで，のんきに暮らす」という生き方を志向する者はコミュニテイモ

ラールが低いという．
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